
室
町
幕
府
最
末
期
の
京
都
支
配

－
文
書
発
給
を
通
じ
て
見
た
三
好
政
権
ー
ー

今

谷

明

室町幕府最末期の京都支配（今谷）

　
【
要
約
】
　
天
文
十
八
年
の
摂
津
江
口
の
戦
い
に
よ
り
継
穂
晴
財
政
権
は
崩
壊
し
、
応
仁
乱
以
降
約
八
○
年
続
い
た
管
領
代
制
を
否
定
し
た
三
好
長
慶
の
畿

　
内
支
配
が
展
開
す
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
於
て
も
な
お
窪
町
幕
府
は
依
然
と
し
て
厳
存
し
、
そ
の
支
配
文
書
で
あ
る
奉
行
人
連
署
奉
書
も
相
当
数
が
残

　
存
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
時
期
の
政
治
状
況
を
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、
室
町
幕
府
権
力
と
三
好
・
松
永
政
権
の
間
に
い
か
な
る
授
権
関
係
が
存
在

　
し
た
か
が
問
題
と
な
る
。
長
慶
政
権
に
関
し
て
は
長
江
正
一
氏
の
労
作
『
三
好
鼻
嵐
』
　
（
人
物
叢
書
）
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
武
家
文
書
の
発
給
状
況
を

　
通
じ
て
従
来
不
開
確
で
あ
っ
た
幕
府
と
の
政
治
的
関
係
を
中
心
に
長
慶
政
権
の
性
格
を
考
察
す
る
。
こ
の
期
間
に
三
好
政
権
が
発
結
し
た
大
量
の
折
紙
は
、

　
殆
ど
年
季
を
記
さ
ぬ
書
状
形
式
で
あ
り
編
年
分
析
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
差
当
り
年
季
の
明
確
な
霊
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
を
網
羅
的
に
蒐
集
し
、
そ
の
分

　
析
を
手
が
か
り
に
天
文
末
～
弘
治
永
禄
初
年
に
か
け
て
成
立
し
た
〃
救
難
裁
許
状
”
の
位
置
付
け
を
行
な
い
、
以
下
三
好
被
官
折
紙
・
三
人
衆
折
紙
等
に

　
つ
い
て
考
え
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
八
巻
三
号
　
一
九
七
五
年
五
月

、

　
応
仁
の
乱
後
に
お
け
る
室
町
幕
府
に
つ
い
て
は
、
大
乱
に
よ
る
社
会
変
動
の
結
果
、
衰
退
・
崩
壊
し
、
政
治
的
に
は
殆
ん
ど
力
を
失
っ
た
と

見
る
見
解
が
、
戦
後
の
中
世
史
研
究
で
は
有
力
で
あ
る
が
、
反
面
、
種
々
の
史
料
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
時
期
の
幕
府
に
一
定
の
領
域
的
支
配

権
と
軍
事
力
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
幕
府
権
力
の
殆
ん
ど
唯
一
の
意
志
表
示
と
い
う
べ
き
室
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
経
過
に
よ
っ
て
む
し
ろ
激
増
す
る
事
実
が
幾
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、

徳
政
令
や
撰
銭
令
と
い
っ
た
経
済
法
は
乱
後
か
え
っ
て
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
政
治
権
力
と
し
て
の
室
町
幕
府
は
、

今
後
崩
壊
し
た
の
で
は
な
く
、
相
当
程
度
に
変
質
し
な
が
ら
も
、
局
地
政
権
と
し
て
畿
内
周
辺
に
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
が
、
そ
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の
場
合
に
、
幕
府
権
力
の
維
持
存
続
を
可
能
な
ら
し
め
た
政
治
的
条
件
が
当
然
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
統
治
権
力
と
し
て
の
幕
府
が
衰
退
に
向
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
の
政
治
文
書
で
あ
る
奉
行
人
奉
書
が
増
加
す
る
と
い
う
一
見
奇
妙
な
現

象
を
理
解
す
る
た
め
に
、
筆
者
は
さ
き
に
応
仁
・
文
明
の
乱
政
に
お
け
る
武
家
文
書
を
分
析
し
た
結
果
、
幕
府
文
書
の
背
後
に
管
領
細
川
氏
の

奉
行
沈
降
管
領
代
の
発
給
文
書
が
動
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
軍
事
的
実
力
を
背
景
に
幕
府
奉
行
人
奉
書
を
補
完
す
る
と
い
う
制
度
が
成
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
乱
後
管
領
制
が
廃
絶
す
る
と
い
う
通
説
的
見
解
に
疑
問
を
墨
示
し
た
。
筆
者
の
検
討
し
た
限
り
で
は
、
管
領
代
制
は
ほ

ぼ
応
仁
乱
破
か
ら
、
天
文
十
八
年
ま
で
に
至
る
約
八
○
年
の
期
問
続
い
て
お
り
、
細
川
政
元
・
高
国
・
晴
元
の
三
代
の
間
が
こ
れ
に
相
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
階
元
政
権
に
関
し
て
は
既
に
公
表
済
み
で
あ
り
、
政
元
・
高
国
政
権
の
概
要
に
つ
い
て
も
別
途
検
討
の
一
部
を
最

　
　
　
　
　
　
④

近
発
表
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
小
論
に
於
て
は
、
そ
の
管
領
代
制
が
崩
壊
し
、
新
た
に
三
好
氏
を
中
心
と
す
る
幕
府
体
制
外
の
権
力
が
畿
内
に
登
場
し
、
そ
れ

が
織
田
信
長
の
入
京
に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
つ
ま
で
煎
飯
〇
年
聞
の
過
渡
期
の
政
治
状
況
を
若
干
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
周
知
の
よ
う
に

こ
の
時
代
は
、
政
治
的
軍
事
的
に
畿
内
が
最
も
混
乱
を
極
め
、
武
将
や
幕
府
関
係
者
の
出
入
り
も
激
し
く
、
政
局
は
甚
し
く
流
動
的
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
政
治
史
分
析
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
室
町
幕
府
お
よ
び
三
好
・
松
永
氏
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
発
給
文
書
を
点
検
し
、
整
理
す
る

こ
と
か
ら
初
め
て
、
こ
の
権
力
構
造
の
一
端
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
。
織
豊
政
権
に
先
行
す
る
畿
内
の
戦
国
権
力
と
し
て
、
三

好
・
松
永
氏
の
評
価
は
そ
れ
な
り
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
全
面
的
な
究
明
は
将
来
の
機
会
に
談
り
、
さ
し
当
っ
て
政

権
の
推
移
を
確
定
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

　
天
文
十
八
年
六
月
、
三
好
長
慶
の
一
族
十
河
一
存
ら
は
摂
津
中
島
の
江
口
付
近
で
、
細
川
晴
元
側
の
軍
勢
を
撃
破
し
、
三
好
致
長
を
敗
死
せ

　
⑤

し
め
、
こ
こ
に
大
永
七
年
よ
り
二
〇
数
年
間
続
い
た
取
締
政
権
は
崩
壊
し
た
。
摂
津
越
水
城
主
三
好
長
慶
は
細
川
氏
綱
を
擁
し
て
同
年
七
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

念
願
の
入
京
を
は
た
し
、
細
川
親
元
は
近
江
坂
本
へ
脱
出
す
る
。
こ
れ
よ
り
永
禄
十
一
年
九
月
に
織
田
信
長
が
上
洛
す
る
ま
で
約
二
〇
年
間
、

畿
内
の
政
治
は
三
好
氏
を
中
心
に
動
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
体
、
織
田
信
長
入
京
前
の
京
都
・
畿
内
の
形
勢
に
つ
い
て
は
、
必
ず
と
い
っ
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室町幕府最末期の京都支配（今谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
よ
い
程
概
説
書
の
類
に
は
殆
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
半
が
戦
乱
の
経
過
と
人
物
論
に
終
始
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
中
で
昭
和
四
〇
年
代
に
入
っ
て
長
江
正
一
氏
が
『
三
好
長
慶
』
を
出
さ
れ
、
相
前
後
し
て
京
都
市
史
編
纂
所
か
ら
「
京
都
の
歴
史
3
」
が
刊

行
さ
れ
て
、
初
め
て
こ
の
政
権
が
検
討
の
紺
象
に
加
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
と
く
に
長
江
氏
の
著
書
に
は
、
三
好
長
慶
に
関
す
る
基
本
的
に
重

要
な
事
実
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
最
も
詳
細
な
論
考
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
で
も

充
分
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
室
町
幕
府
と
三
好
政
権
と
の
関
係
に
専
ら
分
析
の
対
象
を
し
ぼ
り
、
こ
の
政
権
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

①
　
田
沼
睦
氏
執
筆
　
「
幕
府
（
将
軍
）
の
支
配
文
書
」
　
（
伊
知
地
鉄
男
疵
編
『
冒
本
．

　
古
文
書
学
提
要
』
昭
4
1
上
巻
所
収
）
。
飯
倉
晴
武
氏
「
応
仁
の
乱
後
に
お
け
る
室

　
町
幕
府
の
性
格
」
　
（
臼
本
史
研
究
＝
一
一
八
・
＝
二
九
合
併
号
所
収
）

②
例
え
ば
永
島
福
太
郎
氏
著
『
応
仁
の
乱
』
昭
4
3
、
な
お
最
近
桑
山
浩
然
氏
は

　
「
室
町
幕
府
…
」
　
（
羽
下
徳
彦
氏
他
四
氏
編
『
艮
本
史
の
基
礎
知
識
瞼
昭
4
9
有
斐
腿

　
刊
所
収
）
に
お
い
て
、
義
政
の
初
期
に
管
領
制
か
ら
奉
行
人
・
奉
公
衆
に
よ
る
将

軍
独
裁
体
制
に
移
行
す
る
と
い
う
観
点
を
呈
示
さ
れ
て
お
り
、
五
味
文
彦
琉
も

　
「
管
領
制
と
大
名
韓
…
そ
の
転
換
」
　
（
神
戸
大
文
学
部
紀
要
4
）
で
晶
々
類
似
の

　
視
方
を
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
文
安
土
一
揆
の
背
景
」
（
日
本
史
研
究
一
四
七
暑
）

　
は
こ
れ
と
馬
糧
的
な
面
か
ら
嘉
吉
・
文
安
期
の
幕
政
を
考
え
た
も
の
。

③
　
拙
稿
「
細
川
・
三
好
体
制
研
究
序
説
一
室
町
幕
府
の
解
体
過
程
」
　
（
史
林
五

　
六
巻
五
筒
写
所
収
）

④
　
　
「
管
領
代
素
書
の
成
立
i
室
町
幕
府
武
家
文
書
変
遷
史
の
一
事
」
（
『
古
文
書

　
研
究
』
七
・
八
合
名
号
収
載
）
。
な
お
同
期
山
城
守
護
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
詳

　
細
は
、
別
途
小
稿
を
予
定
。

⑤
　
　
『
鹿
苑
n
敵
塁
』
天
文
十
八
年
｛
一
門
月
”
廿
瞑
R
門
条
ほ
か

⑥
　
　
『
厳
助
往
年
幕
軍
同
年
融
着
条
ほ
か

⑦
田
中
義
成
男
鹿
『
織
田
香
華
史
』
大
1
3
、
渡
辺
世
祐
廊
著
『
室
町
階
代
史
』
暁

　
4
0
（
早
稲
田
大
学
出
版
都
『
諸
本
時
代
史
』
巻
七
駈
収
）
、
　
杉
山
博
氏
著
『
戦
国

　
大
名
』
昭
4
0
（
中
央
公
論
社
刊
『
臼
本
の
歴
史
』
巻
十
　
所
収
）
ほ
か
。

⑧
　
豊
田
各
氏
編
『
人
物
・
日
本
の
歴
史
』
昭
4
1
巻
六
「
戦
国
の
群
雄
」
参
照
。

⑨
　
吉
川
弘
文
館
刊
人
物
叢
書
一
四
九
（
昭
4
3
）
。

　
一
、
三
好
・
松
永
関
係
文
書
に
つ
い
て

　
京
都
周
辺
の
社
寺
文
書
を
中
心
と
し
て
、
今
呂
残
存
し
て
い
る
古
文
書
を
網
羅
的
に
閲
覧
し
た
結
果
、
現
在
筆
者
の
極
め
て
不
充
分
な
調
査

の
範
囲
で
も
、
三
好
・
松
永
政
権
に
関
す
る
文
書
は
約
千
点
近
い
数
字
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
幕
府
お
よ
び
三
好
・
松
永
氏
一
族
が

こ
の
期
間
に
発
給
し
た
文
書
は
そ
れ
ぞ
れ
約
三
〇
〇
点
、
ま
た
三
好
氏
被
官
人
の
折
紙
が
約
三
〇
〇
点
で
、
そ
の
他
事
細
澗
繁
忙
政
権
の
残
党
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文
書
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
に
公
卿
・
禅
僧
の
日
記
な
ど
古
記
録
類
を
加
え
る
と
彪
大
な
量
と
な
る
。
こ
れ
は
同
時
期
に
お
け
る
戦
国
大
名
の
文

書
群
と
比
較
し
て
も
決
し
て
史
料
的
に
乏
少
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
こ
の
政
権
に
関
す
る
研
究
が
殆
ん

ど
皆
無
に
近
い
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
文
書
の
様
式
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
千
点
に
お
よ
ぶ
三
好
氏
関
係
史
料
の
中
で
大
半
を
占
め
る
の
は
、
三
好
長
慶
お
よ
び
永
禄
四
年
に
三
好
家
の
家
督
を
継
い
だ
嫡
子
義
長
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
ら
に
義
長
と
長
里
の
死
後
一
族
十
河
氏
か
ら
出
て
三
好
氏
の
当
主
と
な
っ
た
三
好
義
継
、
こ
の
三
焦
の
内
衆
（
被
官
人
）
の
折
紙
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
程
が
書
状
形
式
で
あ
り
、
つ
ま
り
年
季
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
発
給
の
時
点
が
明
確
で
な
い
た
め
、
研
究
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
③

極
め
て
困
難
を
伴
う
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
に
次
い
で
多
数
を
占
め
る
三
好
長
慶
・
松
永
久
秀
自
身
の
署
名
し
て
い
る
折
紙
も
大
半
年
号
が

記
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
史
料
は
そ
の
内
容
や
差
出
者
の
官
途
名
等
の
部
分
的
な
手
が
か
り
に
よ
り
推
測
す
る
以
外
に
方
法
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
わ
け
で
あ
る
。
三
好
長
講
の
如
き
は
、
相
論
の
裁
許
状
ま
で
書
状
で
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
半
の
上
意
下
達
文
書
が
書
状
の
形
式
を

と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
書
発
給
者
自
身
が
、
後
世
に
証
拠
書
類
と
し
て
そ
の
文
書
が
残
存
し
た
揚
合
の
重
要
性
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し

て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
権
力
の
文
書
発
給
行
為
が
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

制
度
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
反
面
、
事
件
に
即
し
た
文
書
の
瞬
間
的
効
力
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

安
堵
・
宛
行
と
い
っ
た
長
期
に
わ
た
る
文
書
の
持
続
的
効
力
に
あ
ま
り
意
味
が
持
た
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

実
織
豊
政
権
か
ら
幕
藩
体
制
下
の
京
都
所
司
代
文
書
に
至
る
ま
で
、
し
だ
い
に
こ
の
よ
う
な
年
号
欠
文
書
が
比
重
を
増
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
こ
の
時
代
の
文
書
の
う
ち
、
明
確
に
年
季
が
記
さ
れ
、
文
書
差
出
者
翻
発
給
老
の
意
志
が
明
確
に
判
明
す
る
文
書
を
掲
げ
よ
う
。
こ
れ

ら
は
大
別
し
て
ω
幕
府
関
係
文
書
、
②
三
好
氏
関
係
文
書
、
③
そ
の
他
、
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
い
の
ず
れ
に
も
通
じ
て
年
季
明
確
な
史
料

と
し
て
は
、
寺
院
・
神
社
の
境
内
門
前
、
町
組
・
惣
村
等
局
地
を
限
っ
て
、
自
派
軍
隊
の
行
動
に
規
制
を
加
え
、
該
地
の
治
安
維
持
を
保
障
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
文
書
で
あ
る
「
禁
制
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
室
町
幕
府
、
三
好
松
永
氏
、
近
江
守
護
六
角
氏
な
ど
当
時
の
有
力
武
将
が
署
判
し
た
も
の
で
、
京

都
の
社
寺
を
中
心
に
山
城
二
国
に
対
し
て
約
百
二
十
点
余
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
ω
幕
府
関
係
の
文
書
は
、
将
軍
自
署
の
御
判
御
教
書
、
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⑦

管
領
代
奉
書
、
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
足
利
義
輝
の
御
澗
御
教
書
は
、
古
く
僅
か
し
か
残
存
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
発
給

さ
れ
た
数
も
多
く
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
政
治
的
に
格
鋼
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
次
に
管
領
代
奉
書
で
あ
る
が
、

三
好
長
慶
が
細
川
氏
綱
を
新
管
領
と
し
て
擁
し
て
い
た
関
係
で
、
天
文
十
八
年
七
月
の
長
慶
入
京
直
後
わ
ず
か
の
期
間
に
、
端
綱
の
管
領
代
松

田
守
興
が
発
給
し
た
奉
書
が
数
点
散
見
さ
れ
軸
の
み
で
・
同
年
月
以
降
早
出
滅
し
て
い
る
・
秀
近
江
に
逃
亡
し
た
細
川
晴
元
の
管
領
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
う
ち
飯
毘
元
山
、
岡
為
清
の
奉
書
が
天
文
末
年
に
か
け
て
数
点
残
存
し
て
い
る
も
の
の
、
亡
命
政
権
と
し
て
の
性
格
上
殆
ん
ど
実
効
性
を
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

っ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
は
細
川
属
綱
の
書
状
若
干
の
み
で
、
他
に
管
領
関
係
の
文
書
は
な
く
、
こ
こ
に
管
領
翻
は
全
く
廃
絶

し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
が
前
代
の
晴
元
政
権
と
の
最
も
明
瞭
な
差
異
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
管
領
代
奉
書
も
、
永
禄
八
年
将
軍
義
輝
の
殺
害
後
、
足
利
義
栄
が
三
好
三
人
置
に
よ
り
次
期
将
軍
に
擁
立
さ
れ
た
時
点
で
再
び

復
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
摂
津
芥
川
城
に
於
て
長
慶
に
養
育
さ
れ
て
い
た
細
川
晴
元
の
遺
子
昭
元
が
、
三
好
氏
ら
に
よ
っ
て
最
後
の

管
領
と
し
て
利
用
さ
れ
、
永
禄
八
年
以
降
、
信
長
入
京
ま
で
の
僅
か
三
年
間
で
あ
る
が
管
領
代
奉
書
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
管
領
代
は
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
晴
元
の
管
領
代
で
あ
っ
た
飯
尾
為
清
と
そ
の
子
と
考
え
ら
れ
る
為
房
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
外
の
幕
府
関
係
文
書
は
す
べ
て
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
で
あ
り
、
そ
の
数
約
二
百
七
十
点
余
が
今
日
残
存
し
て
お
り
、
実
質
的
に
室

町
幕
府
権
力
の
意
志
は
す
べ
て
こ
の
奉
行
人
奉
書
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
思
う
。

　
②
次
に
三
好
氏
関
係
で
は
、
三
好
天
慶
、
お
よ
び
そ
の
家
督
継
承
者
三
好
義
長
、
同
義
継
の
発
給
し
た
書
状
（
書
下
）
が
二
〇
要
言
判
明
し
て

い
る
。
こ
れ
に
永
禄
弐
年
の
み
で
は
あ
る
が
松
永
久
秀
も
二
点
の
直
状
を
発
給
し
て
お
り
、
右
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

（
こ
れ
ら
は
後
に
検
討
し
た
い
）
さ
ら
に
永
禄
四
年
を
初
見
と
し
て
、
三
好
暮
雪
行
人
奉
書
と
で
も
い
う
べ
き
一
群
の
史
料
（
十
点
余
）
が
散
見
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

こ
れ
は
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
に
よ
る
折
紙
奉
書
の
様
式
に
酷
似
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
そ
れ
に
見
散
っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
で
、
　
『
史
料
綜

覧
』
で
は
こ
れ
を
幕
府
奉
行
人
奉
書
と
扱
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
三
好
氏
の
被
官
人
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
（
後
述
）
。
こ
れ
以
外
の
三
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

関
係
文
書
は
す
べ
て
禁
制
で
あ
る
。
こ
の
書
舗
に
署
解
し
て
い
る
の
は
長
慶
、
義
長
、
義
継
の
型
名
と
そ
の
一
族
、
お
よ
び
松
永
忌
事
、
久
通
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父
子
に
限
ら
れ
、
今
村
慶
満
以
下
多
数
の
被
官
人
は
、
全
く
禁
綱
を
発
給
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
三
好
家
臣
団
の
軍
事
体
系
の
中
で
禁
制
発
給

権
を
も
つ
三
好
一
族
と
松
永
氏
は
、
そ
れ
以
外
の
被
古
人
か
ら
は
特
殊
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
結
局
文
書
様
式
上
か
ら
三

好
致
権
の
階
層
を
分
類
す
る
と
、
ま
ず
直
々
（
書
下
）
を
発
給
す
る
三
好
長
享
（
一
時
期
松
永
久
秀
が
入
る
）
お
よ
び
家
督
継
承
者
た
る
義
長
、
義
継
、

三
好
三
人
衆
が
最
上
位
に
あ
り
、
次
で
禁
制
を
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
三
好
一
族
と
松
永
氏
、
そ
の
下
に
連
署
奉
書
を
発
給
す
る
奉
行
人
が

位
置
し
、
書
状
形
式
の
折
紙
し
か
出
せ
ぬ
被
官
人
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
丁
掛
と
権
限
分
割
が
行
な
わ
れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
。
な

お
長
慶
お
よ
び
三
好
一
族
の
禁
綱
は
す
べ
て
具
状
（
書
下
様
又
は
下
知
状
）
で
書
き
止
め
ら
れ
て
お
り
、
奉
書
様
式
を
と
っ
て
い
る
幕
府
奉
行
人
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

署
の
禁
制
や
、
直
状
と
奉
書
の
中
間
様
式
を
と
る
六
角
氏
奉
行
人
の
禁
制
と
は
明
白
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
③
そ
の
他
　
こ
れ
は
永
禄
四
年
か
ら
五
年
に
亘
り
一
時
的
に
京
都
を
占
拠
し
た
近
江
守
護
六
角
義
賢
の
奉
行
人
文
書
が
殆
ん
ど
で
あ
り
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
細
川
晴
元
の
残
党
と
で
も
い
う
べ
き
三
妊
政
勝
（
政
長
の
子
）
、
薬
師
寺
楽
長
ら
の
禁
制
、
折
紙
が
若
干
あ
る
。
こ
れ
ら
の
勢
力
に
共
通
し
て

い
え
る
こ
と
は
一
貫
し
て
反
三
好
派
に
終
始
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
永
禄
四
、
五
年
に
限
っ
て
幕
府
に
も
敵
対
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
い
ち
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
に
幕
府
方
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
特
殊
な
も
の
と
し
て
は
大
覚
寺
門
跡
義
俊
の
坊
官
と
み
ら
れ
る
禁
翻
、
お
よ
び
永
禄
八
年
南
都

を
脱
出
し
た
棄
院
覚
慶
（
足
利
藷
）
御
供
衆
の
禁
野
数
点
残
存
し
て
い
蜴
こ
れ
ら
の
勢
力
が
京
都
に
於
て
支
羅
藁
亡
し
た
の
は
い

ず
れ
も
一
時
的
で
あ
り
、
軍
事
的
政
治
的
情
勢
の
急
変
に
よ
る
も
の
で
、
大
勢
に
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
い
え
な
い
。
所
詮
、
室
町

幕
府
と
三
好
政
権
が
拮
抗
し
て
京
都
の
争
奪
を
繰
返
し
て
い
た
こ
と
が
文
書
上
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
の
二
ケ
年
間
に
お
け
る
武
家
文
書
の
う
ち
年
代
の
判
明
す
る
史
料
を
通
観
し
た
訳
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
さ
し
当
っ
て
こ
れ
ら
年

季
明
確
で
差
出
者
の
意
図
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
文
書
を
手
が
か
り
に
分
析
を
す
す
め
た
い
と
思
う
。
残
る
数
百
点
の
年
季
不
明
文
書
の
分
析

は
今
後
の
課
題
と
し
て
別
の
機
会
に
検
討
を
加
え
た
い
。

①
　
従
来
の
研
究
で
は
、
如
何
な
る
人
々
が
三
好
氏
の
内
衆
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点

　
に
つ
い
て
さ
え
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
三
好
磯
内
燃
の
折
紙
を
例
示

す
る
前
に
、
主
た
る
被
官
人
の
人
名
と
そ
の
考
証
を
次
に
掲
げ
る
。

今
村
慶
満
…
…
「
慶
満
」
の
署
覇
は
『
醍
醍
色
文
欝
』
　
『
東
寺
百
合
文
需
』
等
に
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室町幕府最末期の京都支配（今谷）

約
四
〇
点
の
折
紙
が
残
存
し
て
お
り
、
浪
曼
被
官
無
二
重
要
の
人
物
で
あ
る
。

『
上
京
文
書
隔
　
（
京
都
脚
立
博
物
館
寄
託
原
本
、
京
穴
国
史
研
究
蜜
所
蔵
写
案
）

所
収
卯
月
廿
一
日
付
上
中
中
宛
書
状
に
「
今
村
紀
伊
守
慶
満
」
と
あ
り
（
慶
満
署

名
と
岡
筆
で
あ
り
、
従
っ
て
後
世
の
加
筆
で
は
な
い
）
ま
た
『
言
継
卿
記
』
天
文

十
八
年
八
月
廿
羅
綾
条
所
収
山
科
言
継
書
状
に
お
い
て
「
今
村
紀
伊
守
」
の
違
乱

停
止
を
訴
え
て
い
る
の
で
、
長
慶
の
被
官
で
あ
る
こ
と
は
確
実
。
長
江
氏
前
掲
書

参
照
。

多
羅
尾
綱
知
…
…
「
綱
知
」
の
署
贈
判
は
『
電
鍵
寺
文
書
』
　
『
金
蔵
寺
文
欝
隔
に
廿

点
弱
の
折
紙
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
『
参
鈷
寺
文
書
』
（
京
都
大
学
圏
史
研
究

室
所
蔵
原
本
、
　
同
蜜
｛
所
蔵
膨
伊
写
太
コ
『
古
文
書
纂
駈
所
収
）
所
収
六
隔
月
二
R
【
付
参
鈷

寺
年
預
中
宛
書
状
に
「
多
羅
尾
左
近
大
鷺
綱
知
」
と
あ
り
、
前
掲
『
上
京
文
書
』

所
収
卯
月
廿
一
日
付
文
書
に
今
村
慶
満
と
連
署
し
て
い
る
の
で
長
篇
の
被
官
人
た

る
こ
と
は
明
ら
か
。
な
お
綱
知
書
状
の
う
ち
半
数
近
く
が
連
署
で
あ
る
。

藤
岡
直
轄
…
…
「
豊
玉
」
署
判
折
紙
は
『
東
寺
百
合
文
書
』
　
『
鷺
安
寺
文
書
』
に

十
白
点
。
『
竜
安
寺
文
書
』
一
一
（
京
大
国
史
研
究
室
所
蔵
影
写
奉
、
以
下
照
影
と
略

す
）
所
収
十
二
月
廿
三
臼
付
安
井
宗
安
宛
書
状
に
「
藤
岡
石
見
守
直
綱
偏
と
あ

り
、
　
『
言
継
卿
記
』
天
文
十
九
年
十
一
月
八
日
条
に
「
三
好
与
力
藤
岡
石
晃
守
直

綱
」
と
あ
る
か
ら
長
優
被
官
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

中
村
高
続
…
…
『
東
寺
百
合
文
書
』
に
十
通
弱
。
　
『
東
寺
百
足
文
書
』
ト
鯨
正
月

廿
一
日
付
宝
厳
院
・
観
智
院
宛
書
状
に
中
村
美
濃
守
高
続
と
あ
り
、
藤
岡
直
綱
と

連
署
し
て
い
る
か
ら
認
識
の
被
官
人
と
凋
明
。

斎
藤
基
速
…
…
『
東
寺
蒼
合
文
露
』
　
『
泉
涌
喜
文
書
駈
等
に
十
通
余
。
　
『
東
寺
文

書
』
射
所
収
二
月
九
日
付
書
状
に
斎
藤
越
前
守
全
速
と
あ
り
、
　
『
蜷
川
家
詑
臨
所

収
五
月
置
九
B
付
蜷
川
親
俊
愚
状
の
宛
先
に
松
永
久
秀
と
並
べ
て
『
斎
藤
越
前
守

殿
』
と
あ
る
に
よ
り
長
慶
被
官
人
と
確
定
（
後
述
）
。
”
従
っ
て
こ
の
人
物
は
松
永

久
秀
と
画
格
に
扱
わ
れ
て
い
た
長
里
家
匝
中
筆
頭
ク
ラ
ス
の
被
官
で
あ
る
。
な
お

基
速
は
天
文
元
年
に
崩
壊
し
た
堺
公
方
府
に
於
て
奉
行
人
を
勤
め
た
散
位
斎
…
藤
基

速
（
前
掲
拙
稿
「
細
摺
・
三
好
体
制
研
究
序
説
」
）
そ
の
人
で
あ
る
。
顕
本
寺
の

合
戦
後
足
利
義
維
と
共
に
阿
波
に
逃
れ
、
長
慶
政
権
の
成
立
と
と
も
に
国
衆
に
迎

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
長
慶
被
官
入
中
で
は
漏
幕
府
奉
行
人
系
統
に
属

す
る
特
異
な
経
歴
を
も
つ
人
物
と
い
え
る
。

安
井
掛
縄
…
…
『
東
寺
百
合
文
書
臨
に
二
十
七
通
の
折
紙
が
残
っ
て
お
り
、
今
・
村

慶
満
と
並
ん
で
多
数
の
文
審
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
三
好
軍
の
機
密
に
関

す
る
も
の
が
多
く
、
東
寺
と
三
好
軍
と
の
特
殊
な
闘
係
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う

（
後
述
）
。
　
『
東
寺
百
合
文
書
隔
ゑ
所
紋
卯
月
十
七
日
書
状
に
安
井
法
眼
宗
運
と
あ

り
、
　
『
東
寺
百
合
文
霞
』
二
所
収
四
月
十
五
日
付
宝
厳
院
・
観
桜
院
宛
書
状
で
藤

岡
三
綱
と
連
著
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
芋
蔓
被
嘗
と
知
ら
れ
る
。

狩
野
宣
政
…
…
『
竜
安
寺
文
書
臨
　
『
東
寺
薫
舎
文
書
』
に
十
通
弱
。
　
『
竜
安
毒
文

懸
隔
二
（
京
影
）
所
収
十
二
月
骨
三
日
付
安
井
進
運
宛
書
状
に
狩
野
信
濃
守
宜
政

と
あ
り
、
『
雷
継
獅
記
』
天
文
十
八
年
十
一
月
九
日
条
に
コ
ニ
好
目
肌
前
等
（
中
略
）

内
者
松
永
弾
正
忠
、
詞
狩
野
信
濃
誉
」
と
あ
る
に
よ
り
三
好
被
官
は
明
ら
か
。
室

町
幕
府
…
奉
公
衆
狩
野
左
京
亮
　
（
『
言
耳
翼
記
』
天
文
廿
三
年
七
月
九
B
条
）
は
こ

の
一
族
か
。

小
此
木
宗
瞬
…
…
『
東
寺
百
禽
文
書
』
そ
の
他
に
約
二
十
通
。
『
東
寺
百
合
文
雷
』

ヲ
三
虜
収
十
月
廿
五
日
付
東
寺
雑
掌
肥
前
悪
難
書
状
に
、
　
「
小
此
木
左
京
進
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
優
）

園
」
と
あ
り
、
文
中
に
「
三
鱗
素
札
進
之
候
」
と
あ
る
に
よ
参
、
長
慶
中
宮
と
推

定
。
残
存
折
紙
の
大
半
は
東
寺
に
対
す
る
礼
銭
の
催
促
が
中
心
で
あ
る
。

鳥
養
貞
長
…
…
『
大
仙
院
文
書
』
　
『
上
京
文
書
隔
等
に
十
点
弱
。
そ
の
ほ
か
後
述

の
よ
う
に
彼
は
永
禄
四
年
よ
り
三
好
義
長
の
奉
蒼
人
と
し
て
連
署
奉
書
の
奉
者
と

な
っ
て
い
る
。
『
上
京
文
書
ヒ
所
収
七
月
十
三
日
付
立
売
、
三
条
酉
姓
中
宛
書

状
に
「
鳥
養
兵
部
丞
貞
長
」
と
あ
り
、
　
『
欝
継
卿
記
』
天
文
廿
工
年
七
月
十
六
日

条
に
「
芥
川
鳥
養
兵
部
丞
」
と
あ
る
の
で
長
慶
被
官
と
土
版
。
三
好
家
臣
國
中
、

明
確
に
摂
津
国
人
出
身
と
知
ら
れ
る
の
は
こ
の
鳥
養
氏
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
折
紙
の
散
見
さ
れ
る
被
官
人
と
し
て
は
山
本
久
政
（
『
広
隆
寺
文
書
』
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坤
、
『
郡
家
区
有
文
書
』
所
収
永
禄
二
年
五
月
十
九
日
付
課
好
投
慶
水
論
裁
許
状

　
指
図
証
判
ほ
か
）
、
若
槻
長
嘆
（
『
多
田
院
文
欝
』
補
避
難
、
　
『
金
蔵
導
文
書
』
ほ

　
か
）
四
手
井
家
形
（
『
三
宝
院
文
書
隔
ほ
か
）
今
村
政
次
（
『
東
寺
百
合
文
書
』
二

　
ほ
か
）
福
家
長
顕
（
『
東
寺
百
合
文
書
』
ト
ほ
か
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
　
い
ず

　
れ
も
十
点
に
満
た
ぬ
文
書
な
の
で
雀
略
す
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
を
晴
元
政
権
時
代

　
の
茨
木
長
隆
、
古
津
元
幸
、
昏
々
伯
部
元
継
、
田
井
長
次
、
高
畠
長
信
等
に
比
較

　
し
て
み
る
と
、
人
的
系
譜
に
全
く
関
連
性
が
見
ら
れ
ず
、
家
臣
団
編
成
に
お
い
て

　
晴
空
政
権
と
の
つ
な
が
り
は
断
絶
し
て
い
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
高
國
政
権
か
ら
晴
元
政
権
へ
の
推
移
に
お
い
て
、
茨
木
氏
波
目
塞
部
三
等
内
衆
が

　
一
定
の
人
的
系
譜
を
保
っ
て
い
た
に
比
較
す
る
と
、
著
し
い
差
異
が
認
め
ら
れ
る

　
の
で
あ
る
。

　
　
次
に
内
衆
連
署
の
折
紙
の
例
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畏
凝
）

　
　
嶺
所
段
米
之
儀
、
被
背
　
御
書
井
三
好
筑
前
守
殿
折
脚
此
方
使
不
被
入
置
由
、

　
　
失
醐
目
候
、
玉
上
者
、
当
静
領
儀
、
押
二
丁
下
候
、
二
二
届
申
入
候
、
恐
々
謹

　
　
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
村
紀
伊
響

　
　
　
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
満
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
羅
尾
左
近
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
知
（
花
押
）

　
　
　
東
寺

　
　
　
　
惣
庄
中
（
『
東
寺
否
含
文
霞
』
一
一
三
）

②
　
能
平
の
署
思
し
て
い
る
残
存
文
書
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
折
紙
一
一
五
点
、
禁

　
制
四
二
点
の
計
　
五
七
点
に
達
す
る
。
こ
の
数
字
は
畿
内
の
戦
国
武
将
中
で
は
最

　
大
級
に
属
し
茨
木
長
隆
の
奉
書
一
三
六
点
（
前
掲
拙
稿
史
林
論
文
で
は
、
長
腰
奉

　
書
を
　
ニ
ハ
点
と
し
た
が
、
そ
の
後
弓
点
が
新
た
に
判
明
し
た
）
書
状
一
＝
点
計

　
一
五
七
点
に
あ
た
か
も
匹
敵
す
る
。
折
紙
～
一
五
点
の
内
訳
は
、
裁
許
懇
懇
｝
五

　
点
、
裁
許
勲
削
状
七
点
、
贈
答
の
礼
な
ど
行
政
・
支
配
効
力
を
全
く
伴
わ
ぬ
純
私
信

　
が
～
八
点
、
残
余
の
書
状
が
安
堵
・
宛
行
・
軍
勢
催
促
な
ど
の
折
紙
で
あ
る
。
な

　
お
こ
の
内
に
は
明
ら
か
に
長
慶
政
権
成
立
（
天
文
十
八
年
）
以
前
と
考
え
ら
れ
る

　
文
書
（
利
長
、
範
長
と
署
名
し
た
も
の
）
十
八
通
を
含
む
。
禁
葡
は
天
文
八
年
閏

　
六
月
の
成
就
院
文
書
を
初
見
と
し
、
永
禄
七
年
二
月
付
清
涼
寺
文
書
に
至
る
ま

　
で
、
ほ
ぼ
死
の
直
前
ま
で
の
活
動
期
間
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る
。
但
し
永
禄
三
年

　
九
月
の
観
心
寺
文
書
所
収
禁
捌
よ
り
、
先
述
永
禄
七
年
二
月
禁
漁
ま
で
約
三
年
半

　
の
期
間
は
全
く
禁
制
が
な
く
、
山
城
駕
国
に
限
っ
て
い
え
ば
、
永
禄
元
年
九
月
に

　
清
水
寺
に
掲
げ
た
禁
制
よ
り
五
年
半
の
間
、
全
く
所
見
が
な
い
（
こ
の
意
味
に
つ

　
い
て
は
後
に
検
討
す
る
）
。
次
に
典
型
的
な
長
着
の
書
状
折
紙
を
例
示
す
る
。

　
　
　
　
（
寺
町
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
細
二
重
綱
）
　
（
摂
津
）

　
　
三
郎
応
徳
門
尉
方
借
物
事
、
自
方
々
申
儀
嫉
共
、
厩
従
　
御
麗
形
様
欠
郡
中
徳

　
　
政
之
儀
被
仰
参
上
者
、
絹
除
堺
自
余
者
何
も
学
行
候
之
闘
、
不
可
有
返
弁
候
、

　
　
尚
以
三
方
候
者
、
為
此
方
可
申
分
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
好
筑
蘭
守

　
　
　
十
一
一
月
十
二
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
慶
（
花
押
）

　
　
　
　
寺
町
大
甫
殿
（
『
燈
心
草
庵
所
蔵
文
書
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

　
　
こ
れ
は
本
稿
で
初
め
て
紹
介
す
る
薪
史
料
で
、
林
屋
辰
三
郎
氏
の
菟
集
に
か
か

　
る
『
寺
町
文
書
』
の
一
通
で
あ
る
。
寺
晦
氏
は
細
川
京
兆
家
の
有
力
内
衆
で
あ
り

　
（
前
掲
拙
稿
「
管
領
代
奉
書
の
成
立
」
参
照
）
、
摂
津
欠
郡
中
に
在
地
徳
政
を
三
好

　
軍
が
公
庫
し
た
注
卜
す
べ
き
文
書
と
い
え
よ
う
。
な
お
堺
を
徳
政
対
象
か
ら
除
外

　
し
て
い
る
点
は
、
三
好
政
権
の
商
業
政
策
の
薫
踊
を
示
す
も
の
で
、
堺
の
商
人
摺

　
を
保
護
し
た
こ
と
を
示
す
。
年
季
を
確
定
す
る
有
力
な
キ
メ
手
は
な
い
が
、
細
絹

　
氏
綱
の
命
を
泰
じ
て
い
る
点
か
ら
し
て
、
天
文
十
八
年
を
隔
る
遠
く
な
い
時
期
の

　
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
　
久
隆
豊
漁
の
文
懇
は
折
紙
五
八
通
、
禁
制
九
通
の
鍵
穴
七
通
で
、
長
慶
よ
り
は

　
る
か
に
少
数
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
三
好
被
官
人
中
最
大
の
文
書
群
と
い
え
る
。

　
折
紙
五
八
点
の
内
訳
は
裁
許
直
状
三
点
、
工
臨
儒
二
二
点
、
裁
許
取
次
書
状
六

　
点
、
そ
の
他
は
安
堵
状
が
少
く
、
洛
中
に
対
し
て
は
殆
ど
安
堵
状
を
出
し
て
い
な

　
い
。
な
お
大
和
支
配
聡
係
で
は
九
点
翁
法
隆
寺
文
書
』
）
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た

　
が
、
こ
れ
は
精
査
に
よ
っ
て
か
な
り
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
禁
制
は
永
禄
三
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室町慕府最末期の京都支配（今谷）

年
二
月
付
河
内
金
剛
寺
に
掲
げ
ら
れ
た
の
を
初
見
と
し
、
元
亀
三
年
八
月
僧
『
離

宮
八
幡
宮
又
書
』
に
至
る
が
、
松
永
久
秀
が
長
慶
雲
者
と
し
て
三
好
政
権
成
立
当

初
よ
り
活
動
し
て
い
る
の
に
、
永
禄
三
年
二
月
以
前
、
禁
制
が
全
く
見
ら
れ
な
い

の
は
、
癩
年
二
月
直
前
の
あ
る
時
点
以
降
、
久
秀
に
禁
制
発
給
権
が
与
え
ら
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
洛
中
に
対
し
て
は
、
永
禄
四
年
よ
り
七
年
の
三
ケ
年
間

に
五
点
し
か
発
給
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
久
秀
折
紙
の
う
ち
新
史
料

二
点
を
紹
介
す
る
。

　
轟
轟
小
郡
二
者
、
長
井
孫
四
郎
｛
刀
へ
由
ム
兆
候
、
被
得
其
儀
、
馳
走
肝
要
候
、
恐

　
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
永

　
　
十
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
秀
（
花
押
）

　
　
河
州

　
　
　
毛
玉
郡
中
（
『
燈
心
草
庵
所
蔵
文
欝
』
）

　
こ
の
史
料
の
年
孟
代
は
河
内
に
三
好
政
権
の
軍
宴
支
配
が
侵
透
し
た
永
禄
三
年
六

月
以
降
の
そ
れ
に
遠
く
な
い
時
点
で
あ
ろ
う
。
松
永
三
岳
が
郡
代
の
任
命
に
関
係

し
て
い
る
点
が
注
属
さ
れ
る
。
さ
て
次
の
史
料
は
、
　
『
京
都
の
歴
史
3
』
刊
行
後

に
行
な
わ
れ
た
京
都
市
史
編
鎮
｛
所
の
史
料
採
訪
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
注
目
す
べ

き
文
譲
で
あ
る
。
　
（
そ
の
後
火
災
に
よ
り
原
本
は
失
わ
れ
た
由
で
あ
る
）

　
就
当
寺
諸
役
免
除
之
儀
、
長
慶
折
紙
事
、
種
々
二
二
進
入
燥
、
将
亦
炭
廿
俵
、

　
木
十
把
送
給
候
、
御
懇
冠
木
望
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
永
弾
圧
忠

　
　
二
月
昔
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
秀
（
花
押
）

　
鞍
馬
寺

　
　
　
山
上
山
下
惣
御
中

　
　
　
　
（
『
鞍
馬
大
惣
仲
間
文
書
』
h
号
）

　
こ
の
文
書
の
年
季
は
、
久
秀
の
官
途
が
弾
正
忠
で
あ
る
こ
と
か
ら
永
禄
三
年
正

児
以
前
（
久
重
の
弾
正
少
弼
任
官
は
同
月
十
一
目
一
『
永
禄
三
年
日
認
』
　
〔
宮

内
庁
写
本
〕
岡
日
並
）
、
さ
ら
に
長
目
折
紙
と
あ
る
に
注
目
し
て
永
禄
二
年
五
月

以
前
と
推
定
（
後
述
）
さ
れ
る
。
こ
の
史
料
で
重
要
な
こ
と
は
、
久
秀
が
長
慶
の

訴
訟
、
裁
許
の
取
り
次
ぎ
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

④
　
『
法
金
剛
院
文
書
二
』
所
収
十
二
月
壮
六
日
付
法
金
剛
院
珠
栄
募
宛
書
状
、
宮

　
内
庁
写
本
『
東
福
寺
蔵
文
書
（
新
井
本
）
』
所
収
十
一
月
廿
七
臼
付
東
福
寺
行
者

　
中
宛
警
状
、
　
『
土
佐
再
演
』
坤
（
京
影
）
所
収
九
月
七
日
付
窪
又
右
衛
門
尉
宛
書

　
状
、
『
東
寺
百
合
文
書
蝕
一
二
二
所
収
十
一
月
二
日
付
竹
田
他
名
主
百
姓
中
宛
書
状
、

　
『
西
宮
神
社
文
書
』
　
（
京
影
）
所
収
九
月
日
付
酉
宮
社
家
中
宛
書
状
。

⑤
　
前
田
玄
以
の
折
紙
に
は
、
豊
臣
政
権
成
立
当
初
の
天
正
十
一
～
十
三
年
頃
（
『
玄

　
以
法
印
下
知
状
写
』
参
照
）
を
除
き
、
大
半
年
季
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
京

　
都
所
司
代
板
倉
勝
重
、
重
宗
の
晦
期
に
な
る
と
、
極
く
一
部
の
奉
・
書
、
触
書
、
下

　
知
状
を
除
い
て
年
季
が
な
く
、
印
判
状
に
至
る
ま
で
書
状
形
式
を
と
る
よ
う
に
な

　
る
。

⑥
幕
府
の
禁
制
は
、
盛
期
に
於
て
は
管
領
、
管
領
代
、
侍
所
等
も
発
給
し
て
い
た

　
が
、
こ
の
時
期
は
奉
行
人
連
署
奉
禁
制
に
限
ら
れ
る
。
た
だ
し
例
外
と
し
て
、
永

　
禄
元
年
六
月
四
日
付
細
川
晴
元
禁
舗
（
『
東
寺
蒼
含
文
書
』
せ
）
お
よ
び
晴
元
管

　
領
代
の
飯
尾
元
運
、
同
為
清
の
禁
制
が
数
点
（
天
文
二
十
｝
年
以
前
）
、
ま
た
政

　
所
執
事
伊
勢
貞
孝
の
永
禄
五
年
九
月
二
日
差
禁
制
（
『
大
徳
寺
文
書
㎞
一
）
が
残

　
存
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
晴
元
以
下
は
亡
命
政
権
（
晴
光
は
天
文
甘
｝
年
以

　
降
右
京
大
夫
の
官
途
を
失
う
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
永
禄
五
年
九
重
段
階
の
伊
勢
貞

　
孝
も
政
所
執
事
の
権
限
を
奪
わ
れ
て
お
り
（
後
述
）
、
い
ず
れ
も
厳
密
に
は
幕
府

　
文
書
と
は
い
え
ぬ
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

⑦
『
真
正
極
楽
寺
文
書
』
（
束
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
、
以
下
東
影
と

　
略
す
）
所
叡
永
禄
六
年
五
月
十
三
日
付
御
判
御
教
書
工
数
点
。

⑨
松
田
守
興
奉
轡
＝
覧

年
月
日
　
宛
　
生

内

容

典
　
　
拠

　天
18文

7

4

・
〃
　
・
〃

．
〃
　
。
7 南

禅
寺
末
寺

　
栄
松
寺

深
草

　
善
　
姓
　
中

　
大
徳
導
雑
遊

山
城
深
草
内
散
在
寺
領
安
堵

　
　
　
〃

　
　
寺
領
惣
安
堵

真
乗
院
文
書
二

　
　
〃

大
徳
寺
文
書
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．
〃

。
〃

・
〃．

〃

・
〃

・
〃

・
　
9

　
銭
迂
大
宮

・
ク
　
百
　
姓
　
中

・
〃
　
竜
翔
　
寺

　
山
城
下
田
梅

・
〃
　
否
　
姓
　
中

　
太
秦

・
ク
　
百
　
姓
　
中

　
　
大
山
崎
惣
庄

・
2
0

　
深
草

　
　
名
主
衝
釜
中

26　
太
秦
・
西
院

　
　
名
主
百
姓
中

14

敷
地
門
前
地
子
銭
ヲ
妙
覚
寺

　
　
　
　
　
二
沙
汰
セ
シ
ム

　
　
寺
領
惣
安
堵

　
　
年
・
晶
貝
鎌
り
融
…
ヲ
命
ズ

ク

　
　
禁
　
　
　
制

重
ネ
テ
年
・
帯
説
納
ヲ
命
ズ

〃

〃クク

ノ、

　
　
〃

離
宮
八
幡
宮

　
　
　
文
書
中

真
乗
院
文
書
二

大
徳
寺
文
霞
穴

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
岡
年
九
月
十
四
日
以
降
の
あ
る
時
点
（
恐
ら
く
十
四
日
直
後
か
）

　
で
、
松
田
守
興
は
三
好
長
慶
の
た
め
に
管
領
代
の
地
位
を
逐
わ
れ
た
こ
と
は
確
実

　
で
あ
る
。

⑨
前
掲
拙
稿
央
林
論
文
所
駅
表
－
門
細
川
晴
直
管
領
代
牽
碧
編
年
目
録
」
ニ
ノ
7
4

　
～
7
7
号
、
一
ユ
ノ
6
9
～
7
1
号

⑩
　
細
川
氏
綱
署
凋
の
文
書
は
禁
荊
、
幕
府
御
教
書
と
も
に
皆
無
で
あ
り
、
書
状
の

　
み
残
存
し
て
い
る
。

⑪
　
飯
尾
為
清
は
天
文
二
十
年
八
月
ま
で
は
晴
元
の
管
領
代
た
り
し
事
は
確
実
で
あ

　
る
（
『
日
野
家
領
文
書
写
』
所
収
同
廻
隣
日
奉
書
）
。
し
か
る
に
翌
天
文
廿
一
年
九

　
月
三
田
に
は
、
山
科
雷
継
が
長
慶
の
許
に
愁
訴
に
向
う
家
礼
の
沢
路
筑
後
守
に
為

　
嵩
置
書
状
を
托
古
し
て
い
る
か
ら
（
『
言
群
薄
記
』
同
日
条
）
、
遅
く
と
も
同
日
以

　
前
に
三
好
政
権
の
内
者
に
翻
身
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
按
ず
る
に
隣
年
一
月

　
末
の
足
利
義
輝
と
三
好
長
慶
の
和
議
に
於
て
、
晴
元
の
嫡
子
聡
明
丸
（
の
ち
昭
元
）

　
が
質
子
と
し
て
長
慶
方
に
と
ら
れ
て
い
る
（
長
江
既
前
掲
書
P
一
一
篇
～
二
）
こ

　
と
よ
り
し
て
、
昭
元
付
き
の
奉
行
人
と
し
て
三
好
政
権
に
迎
え
ら
れ
た
の
で
は
な

　
か
ろ
う
か
。
昭
元
の
元
服
（
弘
治
圏
年
二
還
、
長
算
氏
前
掲
書
P
一
五
一
）
肋
俊
再

　
び
為
清
の
奉
書
が
登
場
す
る
　
（
『
多
細
院
文
書
恥
二
所
収
永
禄
二
年
六
月
，
↑
四
日

　
付
奉
書
）
こ
と
は
、
こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
永
禄
八
年
以
降
の

　
奉
書
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

⑫
三
好
義
賢
（
法
名
実
休
）
、
十
河
一
存
、
安
宅
冬
康
（
鴨
冬
）
、
芥
用
孫
十
郎

　
（
こ
の
人
物
は
一
時
期
反
三
好
方
に
属
す
）
の
皆
無
。
な
お
長
慶
の
陪
父
に
当
る

　
河
内
等
護
代
遊
佐
長
教
も
一
族
に
準
ず
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑬
　
こ
れ
ら
の
点
に
闘
し
て
は
、
菊
地
登
氏
「
僑
長
の
禁
制
に
つ
い
て
」
　
（
日
本
史

　
研
究
＝
二
七
号
所
収
）
の
指
摘
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
但
し
菊
地
氏
が
幕
府
奉

　
行
人
と
さ
れ
る
飯
尾
為
清
は
晴
三
奉
行
人
の
誤
り
、
細
娼
藤
孝
お
よ
び
中
沢
元
綱

　
も
「
足
利
義
昭
御
供
衆
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
菊
地
氏
の
視
角
を
借
り
て
い
う
な

　
ら
ば
、
三
好
長
慶
が
信
長
と
異
な
っ
て
一
貫
し
て
直
状
禁
捌
の
み
の
掲
示
に
終
始

　
し
た
こ
と
は
、
潮
懸
が
と
り
続
け
た
室
町
幕
府
体
制
外
的
立
場
を
明
瞭
に
意
志
表

　
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
筆
者
の
い
う
慮
状
禁
漁
と
は
菊
地
氏
の
判
別
基
準
と

　
や
や
異
な
り
、
専
ら
書
止
文
書
に
注
目
す
る
も
の
で
、
末
尾
が
「
1
竪
令
停
止

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
詑
、
　
（
中
篇
）
可
処
厳
科
者
也
、
勿
下
知
如
件
」
で
認
め
ら
れ
て
い
る
文
書
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
し
、
奉
禁
制
と
は
「
1
竪
被
檸
止
詑
、
（
中
略
）
可
被
処
厳
科
自
由
、
所
被
仰

　
下
也
、
伽
下
知
如
件
」
で
止
め
ら
れ
る
も
の
（
管
領
代
禁
鱗
は
「
依
仰
下
知
如
件
」

　
と
な
る
が
こ
れ
も
奉
禁
制
の
範
麟
に
入
れ
て
よ
か
ろ
う
）
、
ま
た
中
闘
様
式
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
両
様
の
中
盤
、
つ
ま
り
「
可
蚕
繭
厳
科
者
也
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
文
欝
を

　
指
す
。

⑭
　
　
轟
ハ
角
窓
由
幣
行
人
歳
出
寸
忠
行
、
・
氷
原
雷
雄
康
、
瀞
浦
賀
定
秀
、
宮
索
伊
賢
祐
、
　
平
轟
汁
定
武

　
ら
署
判
の
文
書
（
洛
中
に
発
給
さ
れ
た
も
の
）
は
二
五
点
、
天
文
廿
年
の
二
点
を

　
除
け
ば
す
べ
て
永
禄
四
年
置
三
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
一
年
間
に
集
中
し
て
い

　
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
十
五
点
を
『
史
料
綜
覧
』
に
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
ご

　
と
く
を
察
町
幕
府
奉
行
人
の
文
書
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
『
近
菰

　
蒲
生
郡
志
』
そ
の
亀
が
考
証
す
る
如
く
、
近
江
等
護
奉
行
人
奉
書
で
あ
る
こ
と
は

　
明
白
で
あ
る
。
　
（
こ
の
考
証
は
煩
裟
に
亙
る
の
で
省
略
し
、
　
『
蒲
生
郡
志
』
に
譲

　
る
）
二
五
点
の
内
訳
は
徳
政
令
ふ
点
、
洛
一
中
畑
八
一
㌫
韻
、
徳
敷
免
除
折
紙
二
点
、
を

　
除
い
て
す
べ
て
禁
鰯
で
あ
っ
て
、
六
角
氏
の
京
都
占
領
が
軍
事
的
範
翻
に
と
ど
ま
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っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
徳
政
令
と
洛
中
掟
は
佐
藤
進

　
一
・
池
内
義
資
両
氏
共
編
『
中
世
法
舗
史
料
集
巻
網
』
参
考
資
料
｝
〇
六
～
七
号

　
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

⑮
　
晴
曇
残
党
の
文
書
と
し
て
明
徴
の
あ
る
も
の
は
三
好
政
勝
（
政
長
の
子
）
を
中

　
心
と
し
て
香
西
元
成
、
御
本
元
俊
、
薬
師
寺
弼
長
、
柳
本
秀
俊
の
五
名
が
署
判
す

　
る
。
い
ず
れ
も
禁
制
・
折
紙
両
様
に
亙
る
が
文
書
数
は
少
な
く
、
政
勝
が
＝
点

　
（
う
ち
禁
制
圏
点
）
、
他
は
数
点
に
満
た
ず
総
計
十
七
点
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
前
三

　
者
は
、
『
論
理
往
年
記
』
、
天
文
廿
年
七
月
十
四
日
条
に
「
晦
元
方
人
数
繊
張
、
三

好
右
衛
門
大
夫
、
香
西
・
柳
本
」
と
あ
り
、
『
東
寺
文
書
』
楽
所
収
＋
月
＋
九
日

　
付
遍
照
心
院
宛
書
状
に
「
三
好
右
衛
門
大
毒
政
勝
」
と
「
香
西
越
後
守
元
成
」
が

　
連
署
し
て
お
り
、
　
『
大
仙
院
文
書
』
二
所
収
三
月
十
六
盛
付
大
仙
院
納
所
宛
書
状

　
に
香
西
元
成
と
「
柳
本
孫
七
郎
元
俊
」
が
連
署
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
晴
元
一
党

　
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
後
二
者
は
下
っ
て
永
禄
八
年
九
～
十
｝
月
の
間
に
集
中

　
し
て
登
揚
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
永
禄
五
～
六
年
段
階
で
柳
本
、
薬
師
寺
ら
が
反

　
三
好
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
傍
証
が
あ
る
（
『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』
『
厳
助
往
年

　
記
』
ほ
か
）
か
ら
晴
元
残
党
の
系
譜
を
引
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
勢
力
は

　
丹
波
を
本
拠
に
京
都
西
北
周
辺
で
ゲ
リ
ラ
活
動
を
行
な
っ
た
が
、
洛
中
を
占
領
し

　
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑬
こ
の
文
書
も
次
の
足
利
義
昭
御
供
衆
と
並
ん
で
永
禄
八
年
秋
に
集
中
的
に
登
場

　
す
る
と
い
う
著
し
い
特
微
が
あ
る
。
こ
こ
で
大
覚
寺
坊
官
禁
制
と
は
章
相
、
俊

　
画
聖
、
俊
【
世
の
一
二
名
が
署
判
ず
る
連
署
｛
薩
状
趣
ホ
鰯
を
い
い
、
永
禄
七
年
・
す
月
よ
り
翌

　
年
十
月
ま
で
六
点
が
残
存
す
る
。
う
ち
三
点
を
『
綜
覧
』
は
幕
府
奉
行
人
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
永
禄
五
年
）

　
収
載
し
て
い
る
が
、
　
『
梅
畑
村
共
有
文
書
』
　
（
東
影
）
所
収
三
月
十
三
日
付
津
綺

　
大
蔵
丞
宛
書
状
の
署
名
は
「
勢
多
左
近
大
夫
章
相
」
と
あ
り
幕
府
奉
行
人
で
な
い

　
こ
と
は
確
実
で
、
さ
ら
に
『
田
中
光
治
氏
所
蔵
文
書
』
　
（
京
影
）
所
収
永
禄
五
年

　
一
二
月
廿
四
日
付
嵯
峨
土
倉
中
宛
連
署
奉
書
の
署
判
に
「
長
沼
俊
蝕
」
　
「
井
関
代
藤

　
元
」
と
あ
る
に
よ
り
、
医
療
は
勢
多
章
粗
、
俊
世
は
長
繍
俊
世
と
判
明
す
る
。
こ

　
こ
で
先
述
『
梅
畑
村
共
有
文
書
痛
察
蚊
勢
多
章
相
書
状
の
文
中
に
「
当
御
門
様
」

　
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
章
相
は
梅
畑
村
近
辺
の
門
跡
寺
院
坊
官
と
推
定
さ
れ
、

　
井
関
は
『
井
関
文
書
』
　
（
京
影
）
に
よ
る
に
大
覚
寺
派
官
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り

　
大
覚
寺
門
跡
義
俊
の
養
鯉
と
断
定
し
た
。
武
家
に
葬
ざ
る
権
閏
寺
社
の
発
給
せ
る

　
禁
制
の
例
は
山
門
目
代
（
『
大
徳
寺
文
書
臨
）
根
来
寺
（
『
観
心
寺
文
書
』
ほ
か
）

　
等
が
あ
る
が
、
極
め
て
珍
し
い
。
な
お
大
覚
寺
が
妙
蓮
寺
に
禁
斜
を
掲
げ
た
永
禄

　
八
年
九
月
十
六
隔
の
同
じ
日
に
薬
師
寺
弼
長
が
同
寺
に
禁
制
を
出
し
て
い
る
点
よ

　
り
し
て
、
大
覚
寺
が
反
三
好
方
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
（
同
日
，

　
に
敵
味
方
が
同
～
場
所
に
禁
綱
を
掲
げ
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
）

⑰
　
旧
室
晦
幕
府
近
摺
の
飯
川
信
竪
、
細
川
藤
孝
、
　
　
色
藻
脚
長
一
二
名
連
署
の
棄
・
禁
制

　
で
、
永
禄
八
年
十
月
十
一
日
付
の
三
点
が
残
存
。
信
堅
は
幕
府
申
次
（
『
言
継
卿

　
記
』
問
年
正
月
十
五
日
条
）
、
藤
孝
も
御
部
屋
衆
申
次
（
簿
記
永
禄
二
年
十
月
十
三

　
臼
条
）
藤
長
は
幕
府
奉
公
衆
（
同
記
永
禄
八
年
正
月
五
日
条
）
で
あ
り
、
義
輝
凶

　
死
の
際
は
難
を
遁
れ
て
義
昭
の
側
近
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
足
利
義
昭

　
（
一
乗
院
覚
慶
）
は
同
年
七
月
廿
八
日
に
南
都
を
脱
出
し
て
近
江
矢
島
に
滞
在

　
（
『
多
聞
期
日
記
臨
同
年
七
月
廿
八
日
条
ほ
か
）
し
、
地
方
の
大
名
に
撤
を
飛
ば
し

　
て
京
都
奪
回
を
策
し
て
い
る
（
『
上
杉
家
文
書
』
一
五
〇
六
号
ほ
か
）
。
た
ま
た
ま

　
岡
年
十
月
入
日
、
丹
波
の
波
多
野
、
柳
本
ら
が
長
坂
ロ
へ
進
出
し
た
の
を
機
に
、

　
旧
晴
元
残
党
、
大
覚
寺
義
俊
ら
と
連
携
し
て
京
都
に
軍
事
行
動
を
起
し
た
の
で
あ

　
る
。
こ
の
十
月
の
騒
擾
は
『
多
聞
院
日
記
』
以
外
殆
ど
記
録
を
欠
く
が
、
十
月
六

　
日
よ
り
廿
八
日
ま
で
の
間
に
実
に
十
三
点
も
の
禁
制
が
洛
中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

　
の
は
、
そ
の
激
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
『
上
杉
家
文
書
隔
一
五
〇
七

　
号
大
覚
寺
義
俊
副
状
は
、
前
注
⑬
の
推
定
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
、
義
昭
を
盟
董

　
と
す
る
反
三
好
同
盟
の
拡
大
に
大
覚
寺
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
を
物
　
　
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
語
る
。
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二
、
長
慶
裁
許
状
の
成
立

　
既
に
旧
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
入
京
当
時
の
三
好
長
井
は
、
晴
元
の
管
領
代
茨
木
長
言
の
実
権
を
奪
取
す
る
の
が
渥
的
で
あ
り
、
自
ら
は

松
田
守
興
と
と
も
に
細
川
氏
綱
の
管
領
代
置
で
京
都
に
臨
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
長
慶
自
身
は
管
領
代
奉
書
を
発
給
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

天
文
十
八
年
九
月
頃
に
は
松
田
守
興
を
そ
の
地
位
か
ら
追
放
し
て
管
領
代
の
全
権
限
を
一
手
に
収
め
、
自
ら
氏
綱
筆
頭
代
官
の
地
位
を
擬
し
て

い
た
こ
と
は
、
長
慶
の
初
期
に
お
け
る
折
紙
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
城
州
嵯
峨
清
涼
寺
・
栖
霞
寺
・
五
大
堂
三
ケ
寺
祠
堂
銭
寄
進
買
得
田
畠
山
林
獺
鵬
在
等
事
、
為
常
灯
料
任
御
当
知
行
之
旨
、
被
成
　
公
方
御
下

　
知
奉
書
公
験
等
上
者
、
弥
可
被
金
寺
務
之
由
候
也
、
恐
々
謹
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
好
筑
前
守

　
　
十
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
官
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
十
穀
舞
淳
上
人

　
こ
れ
は
、
書
き
止
め
が
『
恐
々
謹
欝
』
と
書
状
形
式
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
部
分
を
『
伽
執
達
如
件
』
と
置
き
換
え
て
み
る
と
、
全

く
『
管
領
代
奉
書
』
の
様
式
に
異
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
段
階
の
長
慶
の
地
位
は
、
文
書
上
か
ら
み
る
限
り
か

っ
て
の
茨
木
長
隆
の
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
天
文
ニ
ナ
四
年
に
い
た
っ
て
、
長
慶
は
次
の
よ
う
な
文
書
を
発
給
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
久
勝
）

　
天
龍
寺
公
用
物
集
女
庄
薫
石
事
、
御
同
名
兵
衛
大
夫
賦
与
被
申
結
露
、
遂
糺
明
詑
、
所
詮
本
在
所
弁
散
在
分
被
分
刻
、
此
条
被
益
定
可
被
執

　
置
一
札
之
処
、
不
及
其
儀
両
方
被
存
知
段
、
密
事
足
者
哉
、
肝
要
豊
本
役
沙
汰
来
被
相
帯
之
上
者
、
為
不
詳
以
算
用
速
可
有
御
寺
納
候
也
、

　
傍
状
如
件

　
天
文
廿
颯

　
　
五
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
慶
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
物
集
女
太
郎
左
衛
門
尉
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
れ
は
、
天
龍
寺
知
行
分
の
公
用
米
に
つ
い
て
物
集
女
太
郎
左
衛
門
尉
と
同
兵
衛
大
夫
が
言
論
に
及
び
、
芥
用
城
主
三
好
長
慶
が
自
ら
こ
れ
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を
裁
き
、
そ
の
判
決
文
を
下
智
女
某
に
下
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
　
〃
長
慶
裁
許
状
”
と
い
う
べ
き
文
書
で
あ
る
。
そ
の
様
式
の
特
色
は
、
ま
ず

年
季
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
可
～
候
也
（
農
畏
や
凡
下
に
対
し
て
は
可
　
　
者
也
）
、
傍
状
如
件
」
と
い
う
文
書
で
書
止
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
れ
て
お
り
、
奉
書
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
長
慶
自
身
が
唯
一
の
最
高
権
力
者
と
し
て
訴
訟
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
直
状
（
書
下
）
で
あ
る
。

こ
の
種
の
様
式
は
、
室
町
幕
府
の
武
家
文
書
で
は
守
護
の
書
下
状
に
そ
の
例
を
見
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
京
都
の
権
門
が
関
係
す
る
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

論
の
裁
許
に
こ
の
形
式
の
文
書
が
使
用
さ
れ
た
例
は
か
っ
て
な
く
、
将
軍
自
署
の
御
判
御
教
書
を
別
と
す
れ
ば
、
足
利
直
義
の
裁
許
下
知
状
の

系
統
に
属
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
一
例
を
示
せ
ば
、

　
当
寺
旧
要
事
、
恵
雨
勘
之
上
借
銭
儀
、
前
相
済
之
段
為
歴
然
者
哉
、
然
企
造
意
掠
　
公
儀
貧
取
寺
領
魯
依
現
形
、
随
身
門
借
書
以
下
其
外
諸

　
庄
園
計
升
、
去
廿
日
公
文
所
脅
嚇
・
嚢
子
下
野
井
与
同
人
等
逐
電
儀
、
前
代
未
聞
次
第
也
、
所
詮
不
限
其
身
妻
子
同
類
輩
随
見
合
為
罪
科
可

　
被
疑
捕
之
、
住
宅
家
財
名
田
韻
事
、
任
寺
法
隠
撮
仰
付
之
、
次
於
借
書
者
騨
馳
藻
鰍
所
持
候
ハ
鼠
、
浄
忠
申
南
分
明
之
間
、
被
相
理
可
被
請
取

　
之
、
向
後
画
聖
逃
書
物
有
訴
訟
之
族
者
、
為
盗
人
沙
汰
至
文
書
者
可
被
留
寺
家
、
将
亦
公
文
所
父
子
預
物
在
豊
漁
、
可
為
御
臨
画
三
宝
、
働

　
状
如
件

　
弘
治
参

　
　
．
十
二
月
三
九
醸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
慶
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
東
寺
雑
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
れ
も
、
東
寺
公
文
所
の
宮
野
面
懸
父
子
が
荘
園
の
会
計
に
不
正
を
犯
し
、
逃
亡
す
る
と
い
う
事
件
に
対
し
、
長
慶
が
裁
許
状
を
東
寺
に
下

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
長
慶
裁
許
状
は
、
現
在
管
見
の
範
囲
で
は
十
数
例
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
を
表
に
示
せ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
一
覧
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
文
書
の
発
給
時
期
は
上
限
が
天
文
二
十
四
年
、
下
限
が
永
禄
二
年
で
約
五
年
間
に
わ
た
る
。
文
書
の

形
式
か
ら
い
え
ば
こ
の
間
は
長
慶
以
外
に
上
位
の
命
令
者
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
芥
川
城
主
三
好
長
慶
が
畿
内
の
最
高
権
力
者
と
な

っ
た
筈
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
確
認
す
る
に
は
、
こ
の
前
後
の
時
期
に
於
け
る
幕
府
を
含
め
た
武
家
文
書
一
般
を

見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
天
文
十
八
年
よ
り
永
禄
十
一
年
に
至
る
期
間
、
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
は
約
二
百
七
十
点
余
に
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表1 長慶裁言雫）りこ一覧：

年
月
B
一

宛
　
空

内
　
　
　
　
容
　
｝
典
　
　
拠

上
郷
5
．
％
　
　
・
　
8
　
。
　
2
　
　
。
ク
・
〃
　
カ
　
2
4
・
1
0
・
2
0
弘
治
　
元
・
1
0
・
2
6
　
　
・
1
2
・
1
4

謙
虚
女
太
郎
　
　
左
衛
門
尉
法
言
鰯
院
珠
栄
酉
九
糸
　
名
主
百
姓
中
　
〃
金
蓮
寺
近
習
中
　
意
北
軒

天
竜
寺
公
耀
米
、
算
用
ヲ
以
テ
寺
納
セ
シ
ム
亀
井
左
介
ノ
違
乱
ヲ
止
メ
院
領
安
堵
　
　
　
　
〃
掬
留
ノ
年
晶
貝
ヲ
院
家
二
沙
汰
セ
シ
ム
洪
水
ニ
ヨ
リ
河
原
ト
ナ
リ
シ
湘
敷
地
ヲ
｛
女
堵
三
淵
晴
員
ノ
押
領
ヲ
却
ケ
軒
領
安
堵

2
　
・
　
F
D
　
・
　
つ
】

壬
生
官
務
主
殿
寮
領
市
原
野
下
地
相
論
裁
許

壬
生
家
文
書

・
2
　
・
3
1
　
　
　
2
。
ク
・
〃

東
謎
薙
掌
名
主
沙
汰
人
中

公
文
所
ノ
不
正
ヲ
糺
シ
年
貢
直
務
ヲ
命
ズ
　
　
　
　
ク

東
寺
百
合
文
書
　
　
　
　
　
リ
　
　
ク

　
・
4
・
2
7
3
．
0
・
6
　
　
1
　
　
　
2

東
寺
雑
掌
横
路
　
百
姓
中

浄
忠
父
子
丼
親
類
ノ
追
捕
ヲ
命
ズ
年
貢
未
進
ヲ
責
メ
、
皆
済
ヲ
命
ズ

　
　
ク
退
蔵
院
文
書

　
　
・
1
1
・
9
　
　
●
2
　
．
9
　
　
　
1
　
　
　
2
露
一
p
　
P
・
1
0
・
2
4

　
大
原
野
神
官
　
東
寺
雑
掌
摂
津
　
郡
家
惣
中
猪
熊
座
巾

中
沢
一
直
ノ
押
領
ヲ
御
ケ
、
社
領
安
堵
旧
借
不
正
二
藍
浄
忠
再
逮
捕
、
家
財
没
収
真
上
村
ト
ノ
水
論
ヲ
裁
許
シ
周
水
ヲ
認
ム
四
府
駕
輿
丁
諸
公
誹
免
除

大
原
野
神
社
　
　
　
　
文
書
東
寺
文
書
衆
　
　
　
　
　
⑪
郡
家
区
有
文
欝
　
　
　
　
　
⑫
狩
野
蒐
集
文
書

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
年
に
よ
っ
て
発
給
数
に
桐
当
増
減
が
激
し
い
こ
と
が
判
明
す
る
が

弘
治
三
年
、
お
よ
び
永
禄
九
年
以
降
の
三
回
が
特
に
急
激
に
減
少
し
て
い

の
年
で
、
長
元
政
権
崩
壊
に
よ
る
一
聴
的
混
乱
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
最
後
の
永
禄
九
年
目
足
利
義
輝
が
暗
殺
さ
れ
た
翌
年
で
あ
る
か
ら
、

の
た
め
の
幕
府
崩
壊
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
事
情
を
一
層
具
体
的
に
知
る
た
め
に
、

作
成
し
、
こ
れ
と
別
表
の
奉
行
人
奉
書
発
給
数
を
対
照
し
て
み
・
．
び
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
将
軍
が
京
都
を
離
れ
る
時
期
と
、

の
間
に
顕
著
な
相
関
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
容
易
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
わ
た
っ
て
残
存
し
て
お
り
、
一
一
が
畿
内
に
於
て
実
権
を
掌
握

　
　
し
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
幕
府
文

　
　
書
が
桐
当
数
残
存
し
て
い
る
事
実
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
従

　
　
っ
て
幕
府
と
三
好
氏
が
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
実
権
を
有
し
相

　
　
互
に
権
限
分
担
を
行
な
っ
て
い
た
二
元
政
治
で
あ
っ
た
の
か
、

　
　
或
い
は
両
者
の
間
で
授
権
関
係
が
存
在
し
て
い
た
の
か
と
い
う

　
　
問
題
が
当
然
起
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
こ
で
こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
、
今
少
し
幕
府
奉
行
人
奉

　
　
書
の
発
給
状
況
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
次
の
表
は
、
管
見
の
範

　
　
囲
で
、
天
文
十
八
年
六
月
摂
灘
江
口
の
戦
い
の
直
後
か
ら
、
永

　
　
禄
十
一
年
九
月
織
田
信
長
上
洛
に
至
る
ま
で
約
二
十
年
間
に
於

　
　
て
発
給
さ
れ
た
室
町
幕
府
奉
行
入
奉
書
を
蒐
集
し
、
そ
れ
を
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
次
回
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
、
更
に
詳
細
に
み
る
と
天
文
十
八
年
と
同
二
十
三
年
～

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
天
文
十
八
年
は
江
口
の
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
時
期
に
お
け
る
幕
府
重
職
の
移
動
表
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
行
人
奉
書
発
給
数

　
す
な
わ
ち
文
書
数
が
一
〇
点
に
満
た
ぬ
天
文
十
八
、
二
〇
、
同
工
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室町幕府最：宋期の京都支配（今谷）

三
～
弘
治
三
、
の
三
時
置
は
、
い
ず
れ
も
将
軍
義
輝
が
近
江
朽
木
に
逃
亡
し
て
い
た
期
間
に
当
当
っ
て
い
る
。
と
く
に
問
題
は
天
文
二
十
三
年

以
降
の
急
減
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
そ
の
減
少
し
た
義
輝
亡
命
時
代
の
僅
か
の
発
給
奉
書
を
逐
一
検
討
す
る
と
、
ま
ず
天
文
二
十
二
年
六
月
を
最

後
に
、
永
禄
元
年
九
月
に
至
る
ま
で
五
年
余
の
間
、
京
都
と
く
に
洛
中
に
対
し
て
、
僅
か
に
二
点
し
か
奉
書
が
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
。
こ
の
期
間
の
幕
府
文
書
は
大
半
が
浜
益
で
あ
り
、
あ
と
は
朽
木
や
丹
波
に
散
思
す
る
急
潮
姦
党
一
派
、
さ
ら
に
地
方
の
戦
園
大
名
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
て
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
奉
行
人
奉
書
が
出
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
文
二
十
二
年
の
あ
る
時
点
以
降
五
年
間
、

幕
府
は
そ
の
機
能
を
殆
ん
ど
停
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
長
慶
裁
許
状
並
数
点
の
発
給
時
期
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
こ
の
幕
府
文
書
が
出
て
い
な
い
五
年
聞
に
集
中
的
に
発
給
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
長
慶
独
裁
時
代
は
、
室
町
幕
府
の
文
書
を
京
都
か
ら
全
く
締
め
出
す
こ
と
で
成
立
し
得
た
の

で
あ
る
。
か
か
る
状
態
は
室
町
幕
府
始
ま
っ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
か
の
織
田
信
長
で
す
ら
、
入
京
当
初
か
ら
元
亀
に
か
け
て
は
幕
府
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

表9　室町幕磨奉行人奉書発給数

天文

　18
19

Q0

Q1

Q2

Q3

O
元
2
3
三
元
2

　
　
　
　
　
弘
　
　
　
　
永

n
j
　
4
　
　
5
　
　
ρ
0
　
7
　
　
8
　
　
Q
ゾ

10

P1

奉
書
緻

　
影

3
1
6
6
5
1
1
4
0

0
∂
　
ド
O
　
　
F
D

13

P7

R0

R7

R4

P2

P3

V
エ
3
3

禁
秘

｛
よ
　
　
　
　
1
　
　
2

1
3
3
　
5
2
3
1
3
2
1
1
1

下
知
状

頭人加遡
そ・他蓋物鵬地

1
　
　
　
　
3

一
　
　
ワ
】
　
3
　
　
P
D
　
　
3
　
　
1

2

1
1
0
2

2

1

1
3
3
1
3
2

－
　
　
　
　
　
Q
り

1

1

人
奉
書
を
利
用
し
て
畿
内
支
配
を
試
み
て
い
た
こ
と
と
考
え

合
わ
せ
る
と
、
長
門
の
実
権
掌
握
は
画
期
的
な
事
件
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
か
つ
て
大
永
七
年
に
高
国
政
権
が
崩
壊
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

足
利
義
維
の
堺
公
方
府
が
和
泉
堺
に
成
立
し
た
さ
い
、
将
軍

義
晴
が
や
は
り
朽
木
に
亡
命
し
て
い
る
が
、
そ
の
闇
義
晴
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
文
書
も
若
干
は
京
都
に
出
て
い
た
。
し
か
る
に
今
回
は
、

幕
府
の
奉
行
人
奉
書
を
停
止
せ
し
め
、
代
る
に
長
慶
が
農
ら

裁
許
状
を
発
給
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
に
よ
っ
て

可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
天
文
十
八
年
の
入
京
後
程
な
く
、
自
ら
管
領
制
を
否
定
し
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文
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弘
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弘
仏
中
水
禄
　
期
幕
府
縞
里
職
移
　
動
表
　
（
斜
線
ハ
在
京
ヲ
承
ス
）

弱
鰍
伊
欝
孝
緻

調
辮
六
襲
賢
腿

！
江
口
’
の

戦
い

κ
　
長
慶
入
京
　
騒

％
　
越
水
城
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本

　
坂
　
　
木
柵
泉
寺

頻
　
越
水
城

穴
・
1
太

穴
一
太

穴
目
太

％

1
1
尾
城

鷺
諺

Z
［
奪
略
糊
未
遂

石
　
練
　
蝦
　
　
山
繭
越
水
城
ヵ
〉

朽
　
　
本
比
良
　
　
坂
本

％
漏

渥
若
狭
　
　
葛
場

嵩
上
域

　
飯
本
　
　
　
　
　
昂
淀
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
9
5
　
　
　
　
　
％

聚
漏
署
　
手
占
凡
　
　
　
π
り
．
ド
　
つ
ち
委
詮
ぞ
「
殉

湯
丹
波
．
小
野
溝
　
杉
坂

Z
　
　
髭

叢
山
城
　
　
　
労

霧
詩・

п
C
斧
叫
璽
孕

　
中
尾
城
　
坂
杉
寝
際
概
　
笏
い
落
Z
意
馬
勿
　
　
　
，

　
梅
ケ
畑
　
引
上
・
八
木
爆
　
桑
田

　
桑
田
郡
　
　
レ
e
一
二
　
　
　
凄
μ

淵
　
　
‡

　
　
杉
坂
木
朽

」
木
朽

協
　
　
明
猫
F
F
　
芥
　
　
規
筋
堺

摂
津
滝
由
城

範
山
城
芥
　
　
川
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室町幕府最宋期の京都支配（今谷）

－
蓄

　
　
　
　
　
桝
諜
3
5
　
下
露
華

下
竜
華

％
　
　
吉
洋
院

勝
軍
珈
城

口
　
の
　
戦
　
い
　
白
川
口

編
　
堺
　
’
白
川
口

　
姐
意
岱
％
　
撰
郵
田

罫
鴫
・
河
内
卜
七
箇
縛

　
　
　
　
　
冤
　
　
　
　
　
鰹
溜
ホ
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
箔
　
　
　
　
　
還
　
　
　
　
　
孫

　
河
内
転
戦
泓
盆
貴
山
城

　
　
　
　
笏
笏

．
．
髪
羅
　
　
笏

　
高
屋
城
瀞
蓄
塀
黙
婁
芥
川

瀧

大
和
歌
圧

鵬
　
飯
盛
城

信
貴
出
城

笏
笏
　
　
　
　
　
彪

螺
％
㌶
％
％

六
角
義
賢
入
京

　
淀
　
　
墳
　
　
　
　
杉
坂
・
餐
孝
・
叛
鷹

笏
勝
軍
須

卿

八
　
　
轄

教
興
寺
の
戦
い

・
山
朗

坂
本
　
　
　
％

笏
笏

死
　
去

暗
　
殺

　
死
　
去
　
　
　
　
　
％
将
軍
殺
害
　
織
　
　
譲

　
死
　
去
償
　
　
長
　
　
上

　
多
陽
由
城
％
、
河
内
漏
　
堺
薙
　
　
億
貴
漁
城

κ
　
多
聞
山
城
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た
重
慶
は
、
必
然
的
に
室
町
幕
府
と
紺
決
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
根
強
い
反
三
好
勢
力
匙
の
戦
争
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
r
結
局
丸
四
年
の

歳
月
を
費
し
て
つ
い
に
幕
府
勢
力
を
京
都
か
ら
一
掃
す
る
こ
ど
に
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
天
文
二
十
二
年
八
月
二
日
、
厳
し
い
砲
撃
戦
の
す
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
足
利
義
輝
方
の
菓
山
霊
山
城
は
陥
落
し
、
幕
府
・
細
川
晴
元
な
ど
反
三
好
勢
力
に
対
し
て
長
懸
軍
の
軍
事
的
優
位
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、

以
後
五
年
聞
も
将
軍
が
近
江
朽
木
に
幽
居
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
述
の
幕
府
文
書
発
給
不
能
と
な
っ
た
五
年
間

が
、
ま
さ
に
こ
の
将
軍
の
朽
木
逃
亡
時
期
と
一
致
す
る
。
将
軍
が
京
都
か
ら
長
期
に
亘
っ
て
離
れ
る
と
き
（
と
く
に
近
江
方
面
に
亡
命
し
た
と
き
は
）

幕
府
は
そ
の
機
能
を
喪
失
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
一
層
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
瓦
町
幕
府
は
再
び
崩
壊
し
、

足
利
将
軍
は
芝
好
氏
の
た
め
に
再
度
に
亘
り
苦
杯
を
嘗
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
今
回
の
戦
争
後
に
お
け
る
三
好
軍
の
処
鷹
は
徹

底
し
て
い
た
。
幕
府
の
機
能
を
停
止
さ
せ
る
た
め
、
山
城
北
部
の
山
間
よ
り
近
江
朽
木
へ
逃
走
中
の
将
軍
一
行
を
待
ち
受
け
、
奉
公
衆
や
奉
行

人
を
逮
捕
、
大
半
を
京
都
に
拉
致
す
る
と
い
う
強
硬
策
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
於
大
原
　
　
　
　
（
盛
秀
）
　
　
　
　
（
松
田
光
秀
）
　
　
　
　
　
　
（
久
政
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
道
衆
　
　
（
光
俊
）

　
龍
花
よ
り
昨
宵
奉
公
衆
奉
行
衆
上
洛
云
々
、
此
内
松
田
対
馬
守
、
缶
子
主
計
允
両
人
岩
蔵
之
山
本
人
数
召
籠
城
へ
上
態
々
、
中
沢
備
前
守
、

　
　
　
（
光
栄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
、
　
　
（
頼
隆
〉

　
治
部
大
蔵
丞
両
人
は
高
野
蓮
養
坊
方
へ
請
取
、
今
暁
京
都
へ
送
之
、
無
別
儀
云
々
、
松
田
九
郎
左
衝
門
は
逃
而
龍
花
へ
帰
云
々
、
松
田
紺
馬

　
　
　
　
　
（
俳
勢
貞
孝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愚

　
守
父
子
は
伊
勢
守
内
野
依
二
郎
左
衛
門
、
臼
井
両
人
迎
に
罷
、
七
時
分
上
洛
訟
々
、
此
外
大
和
刑
部
少
輔
、
石
谷
□
細
紐
従
坂
本
上
洛
云
々
、

　
こ
う
し
て
奉
行
人
の
殆
ど
を
将
軍
の
許
か
ら
京
都
へ
強
鰯
連
行
し
、
一
方
逃
亡
し
て
朽
木
の
義
輝
の
許
へ
奔
っ
た
松
田
頼
隆
な
ど
の
奉
行
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動

に
対
し
て
は
、
京
都
の
家
宅
を
没
収
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
既
に
早
く
か
ら
親
三
好
派
と
し
て
長
慶
に
帰
服
し
て
い
た
政
所
執
事
伊
勢
貞
孝
を

も
含
め
て
、
長
慶
政
権
は
幕
府
権
力
の
物
理
的
排
除
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
京
都
に
於
て
完
金
な
覇
権
を
握
っ
た
長
潮
は
、
幕
府
な
き
あ
と
の
中
央
政
権
と
し
て
ど
の
よ
う
な
政
治
体
鰯
を
敷
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
裁
判
制
度
の
み
に
限
っ
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。
す
で
に
霊
山
城
陥
落
以
前
の
天
文
二
十
二
年
七
月
頃
か
ら
、
洛
中
洛
外
の
訴
訟
は

長
慶
の
陣
所
摂
津
芥
川
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
同
年
七
月
の
松
尾
神
社
と
桂
川
四
箇
郷
の
用
水
網
論
を
仲
介
し
た
山
科
墨
継
と
中
御

門
宣
忠
は
、
室
町
幕
府
で
は
裁
許
に
効
な
し
と
見
て
、
長
慶
の
内
者
鳥
養
楽
長
に
書
状
を
め
ぐ
ら
し
て
、
長
靴
の
裁
許
を
仰
い
で
い
る
。
し
か
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し
な
が
ら
、
二
百
余
年
間
続
い
た
室
町
幕
府
の
裁
判
の
伝
統
が
あ
る
京
都
で
、
先
例
を
度
外
視
し
て
新
た
な
規
範
か
ら
裁
決
を
行
な
う
に
は
権

門
側
の
不
信
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
し
、
三
好
政
権
側
も
か
か
る
伝
統
的
な
幕
府
法
に
よ
る
事
務
は
不
慣
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

早
く
か
ら
三
好
軍
に
帰
参
し
て
い
た
政
所
執
事
や
草
中
に
拉
致
し
た
旧
幕
府
奉
行
人
を
三
好
政
権
の
法
曹
官
僚
と
し
て
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
慶
の
許
に
提
出
さ
れ
た
各
方
面
の
訴
状
の
う
ち
重
要
な
も
の
は
、
三
好
氏
寺
か
ら
傍
勢
貞
孝
に

諮
聞
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
伊
勢
貞
孝
お
よ
び
政
所
代
蜷
川
親
俊
が
裁
許
の
方
針
を
長
喜
に
答
申
し
、
そ
の
意
見
に
基
づ
い
て
芥
川
城

主
三
好
長
慶
自
ら
、
又
は
長
慶
被
官
人
が
裁
許
を
下
す
と
い
う
制
度
が
成
立
し
た
。

　
天
文
二
牽
三
年
五
月
二
十
一
臼
に
、
山
城
吉
田
郷
と
北
白
川
郷
の
間
で
芝
草
刈
り
に
端
を
発
し
た
争
論
が
お
こ
り
、
北
白
川
の
郷
民
が
吉
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

郷
に
襲
撃
を
か
け
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
公
卿
の
山
科
欝
継
ら
は
、
上
京
の
町
衆
五
百
余
人
と
共
に
仲
裁
に
駈
け
つ
け
た
が
、
結
局
こ

の
結
着
は
政
所
執
箏
伊
勢
江
孝
と
芥
川
城
主
の
間
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
五
月
二
十
九
日
に
い
た
り
、
貞
孝
の
家
蔵
蜷
川
親

俊
は
、
三
好
長
慶
の
被
官
斉
藤
基
速
と
松
永
久
秀
の
両
名
に
宛
て
て
裁
許
の
原
案
を
内
示
し
て
い
る
。

　
一
、
白
川
与
吉
田
郷
相
論
事

　
　
対
田
中
与
三
郎
吉
田
兼
右
自
筆
請
文
案
文
二
白
川
郷
内
非
分
地
子
嘉
事
書
載
之
詑
、
如
此
時
者
難
帯
御
下
知
以
下
証
文
概
其
時
承
諾
之
条
、

　
　
不
決
理
非
相
撃
論
所
之
儀
通
法
之
段
不
珍
者
鰍
、
倶
分
明
御
判
御
下
知
於
之
難
棄
置
者
、
被
任
御
法
被
追
放
領
家
、
以
其
上
可
有
評
判
哉
、

　
　
　
（
中
略
）

　
一
、
白
川
与
吉
田
郷
申
事
、
先
日
以
使
老
令
申
置
処
、
様
躰
委
細
承
候
、
講
者
以
一
書
存
分
令
申
之
、
加
寸
分
別
有
様
入
魂
可
為
祝
着
候
、

　
　
猶
進
藤
内
蔵
助
可
申
候
、
恐
々
i

　
　
（
天
文
二
瓢
年
）

　
　
　
五
月
廿
九
日

　
　
　
　
（
藁
連
）

　
　
斉
藤
越
前
守
殿

　
　
　
　
（
久
秀
）
　
蓼

　
　
松
永
弾
正
忠
殿
進
之
候
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こ
こ
に
於
て
、
松
永
久
秀
の
三
好
政
権
内
部
に
お
け
る
政
治
的
地
位
も
自
つ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
久
秀
は
、
三
好
長
慶
の
下
で
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
取
り
次
ぐ
役
割
を
斎
藤
基
速
と
並
ん
で
果
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
位
は
決
し
て
長
慶
と
並
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
芥
川
城

主
の
権
限
を
超
え
る
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
こ
の
関
係
は
基
本
的
に
長
慶
の
死
に
歪
る
ま
で
変
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は

後
述
の
よ
う
に
武
家
文
書
の
上
か
ら
も
容
易
に
確
認
し
う
る
。

　
さ
て
か
か
る
体
制
に
な
っ
て
み
る
と
、
三
好
政
権
内
で
権
門
・
荘
園
領
主
の
利
害
を
代
表
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
伊
勢
貞
孝
の
地
位
は
極
め

て
重
大
で
あ
っ
た
。
前
掲
芝
草
刈
相
論
の
意
見
具
申
に
お
い
て
も
「
如
此
時
（
中
略
）
通
法
之
段
不
珍
」
あ
る
い
は
「
任
御
法
」
と
伝
統
的
な
武

家
法
の
論
理
を
展
開
す
る
蜷
川
親
俊
の
立
場
は
、
三
好
政
権
内
で
室
町
的
秩
序
を
ギ
リ
ギ
リ
の
線
で
反
映
さ
せ
、
且
つ
代
表
す
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
　
『
言
継
卿
記
』
天
文
廿
三
年
五
月
四
臼
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
貞
孝
）

　
禁
裏
東
南
堀
之
事
、
伊
勢
守
・
三
好
筑
前
早
早
に
被
申
出
之
、
越
中
に
単
一
掘
之
母
御
談
合
有
之
、

と
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
朝
廷
側
で
も
貞
孝
を
陰
の
実
権
者
と
み
て
、
内
命
を
こ
の
両
人
に
対
し
て
下
し
て
い
る
。
従
っ
て
長
慶
も
裁
許
に
於

け
る
貝
尽
の
影
響
力
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
東
福
寺
大
工
職
の
相
論
で
は
、
裁
許
状
の
文
中
に
、
政
所
執
事
が
答
申
案
を
作
成
し
た
旨
自
ら
明

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
『
細
川
両
家
記
』
天
文
廿
二
年
正
月
条
に
、
　
「
長
慶
上
京
有
、
勢
州
と
万
御
内
談
の
由
候
也
」

と
あ
る
所
伝
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
期
は
懐
く
と
も
同
年
八
月
以
後
で
あ
り
、
重
合
の
地
位
は
あ
く
ま
で
意
見
具
申
者
に
す
ぎ

ず
、
裁
許
決
定
権
老
は
長
慶
唯
一
人
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
①
　
『
清
涼
毒
文
書
』
　
（
撮
影
）
、
こ
の
文
雷
の
年
季
は
「
筑
前
守
長
慶
」
と
あ
る
官
　
　
　
　
　
直
義
裁
許
状
の
如
く
、
論
人
・
訴
人
の
主
張
を
判
決
文
に
明
示
す
る
こ
と
は
省
略

　
顕
名
か
ら
永
禄
霊
年
以
前
、
さ
ら
に
「
公
方
御
下
知
奉
審
」
の
遵
行
で
あ
る
と
こ

　
ろ
か
ら
、
幕
府
と
長
言
の
和
が
破
れ
る
天
文
二
十
二
年
一
二
月
以
前
、
従
っ
て
天
文

　
十
八
～
二
十
一
年
の
間
と
推
定
さ
れ
る
。

②
　
『
天
重
訳
文
書
』
五
（
東
影
）

③
　
「
・
甲
結
ぶ
」
も
「
糺
明
を
遂
げ
」
も
室
町
時
代
に
於
て
訴
訟
、
署
理
を
意
味
す

　
る
常
用
語
で
あ
る
。
室
町
期
の
裁
許
状
は
鎌
倉
期
の
関
東
下
知
状
や
南
北
朝
期
の

　
さ
れ
、
す
ぐ
判
決
主
文
が
示
さ
れ
る
の
が
通
例
。
笠
松
宏
至
氏
「
室
町
幕
府
訴
訟

　
制
度
岡
意
見
』
の
考
察
」
　
（
史
学
雑
誌
六
九
編
四
号
）
参
照
。

④
こ
の
点
は
羽
下
徳
彦
氏
「
足
利
直
義
の
立
場
一
そ
の
二
、
裁
許
状
を
め
ぐ
っ

　
て
」
　
（
史
論
2
6
・
2
7
台
併
号
所
収
）
に
お
け
る
直
義
下
知
状
の
場
合
を
参
照
。

⑤
　
羽
下
氏
前
掲
論
又

⑥
『
東
寺
文
欝
』
射
（
京
影
）
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⑦
　
『
東
寺
執
行
日
記
』
（
東
雲
）
天
文
昔
二
年
四
月
一
日
条
、
同
年
八
月
一
日
条
、

　
　
『
東
寺
百
合
文
書
』
さ
四
三
月
廿
四
日
付
狩
野
宣
政
宛
宮
野
華
中
書
状
、
岡
文
書

　
さ
五
三
月
十
一
日
付
安
井
宗
運
送
祐
単
調
二
名
連
署
書
状
、
ほ
か
。

「
⑧
　
『
天
竜
寺
文
書
』
五
九
月
目
日
付
天
穂
寺
役
者
中
書
物
聖
女
久
勝
書
状
参
照
。

⑨
羨
金
剛
院
善
幽
鱗
三
（
京
影
）
天
文
童
年
三
月
四
日
付
珠
栄
房
宛

　
室
晦
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（
以
下
奉
行
人
奉
書
と
略
）
、
当
日
付
当
所
名
主
沙

　
汰
人
中
宛
奉
行
人
奉
書
、
岡
年
四
月
六
日
付
名
主
沙
汰
人
中
宛
奉
行
人
奉
書
、
同

　
文
書
一
所
収
七
月
廿
七
日
目
当
寺
役
者
中
宛
三
好
長
慶
書
状
。
長
江
氏
前
掲
書
。

⑩
　
　
『
大
徳
寺
文
書
』
二
（
大
日
本
古
文
書
）
九
三
三
～
九
三
五
号

⑪
　
『
高
槻
市
史
』
第
三
巻
（
史
料
編
1
）

⑫
京
都
大
学
国
史
研
究
室
所
蔵
原
本
『
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
古
文
書
』
二
胡
「
壬
生

　
家
督
恥
貴
」
添
く
文
十
四
㎜
年
四
月
置
ハ
日
付
網
業
報
為
土
語
奉
書
、
　
二
月
十
一
二
R
n
付
松
田
盛
　
秀

　
書
状
案
。

⑬
末
尾
に
蒐
集
し
た
奉
行
人
奉
書
の
編
年
目
録
を
掲
げ
た
。

⑭
こ
の
表
に
お
い
て
、
下
知
状
と
は
、
「
一
所
被
仰
下
也
、
鋤
下
知
如
件
」
で

　
書
き
止
め
ら
れ
る
宛
所
な
し
の
奉
行
人
奉
書
を
指
す
。
武
士
・
農
民
以
外
の
商
工

　
業
者
、
凡
下
に
対
し
て
発
給
さ
れ
る
と
き
m
用
い
ら
れ
る
様
式
と
さ
れ
て
い
る
も
の

　
で
あ
る
（
佐
藤
進
｝
氏
著
『
古
文
書
学
入
門
』
P
一
五
六
）
。
禁
制
、
過
所
に
つ

　
い
て
も
こ
の
様
式
で
腸
さ
れ
る
が
、
禁
制
は
こ
こ
で
は
劉
掲
し
た
。
ま
た
頭
人
加

　
判
と
は
、
連
署
の
日
下
で
な
い
（
左
側
）
位
置
に
政
所
執
車
が
署
判
し
て
い
る
連

　
署
奉
書
を
い
う
。
こ
れ
は
対
象
と
な
る
動
産
、
不
動
産
が
将
来
に
裁
て
徳
政
令
の

　
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
場
合
、
と
く
に
徳
政
を
免
除
し
、
当
該
物
件
∵
債
権
の
所

　
有
を
保
障
す
る
た
め
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
薫
習
地
の
安
堵
、
祠
堂
銭
・
神
物
等

　
の
安
堵
が
そ
れ
で
あ
る
。
桑
山
浩
然
氏
は
「
中
期
に
お
け
る
室
晦
幕
府
政
所
の
構

　
成
と
機
能
」
（
『
ヨ
本
協
会
経
済
史
研
究
』
昭
4
2
中
世
編
所
収
）
に
於
て
将
軍
家
家

　
務
を
執
箏
の
権
限
、
裁
判
行
政
機
能
は
馬
寮
代
以
下
の
奉
行
人
の
取
扱
と
さ
れ
た

　
が
、
徳
政
に
関
連
す
る
動
産
、
不
動
産
の
安
堵
は
、
中
期
か
ら
す
で
に
政
所
執
事

　
の
権
限
に
属
す
る
（
例
え
ば
『
革
嶋
文
書
』
所
収
康
正
二
年
十
月
十
日
付
寺
戸
庄

　
沙
汰
人
中
宛
政
所
執
事
拝
奉
行
人
連
署
奉
書
）
。
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
頭
人
加
判
の

　
数
を
蓑
示
し
た
の
は
、
伊
勢
出
迎
が
三
好
軍
に
投
降
し
た
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
の

　
機
能
に
そ
れ
が
ど
う
影
響
し
て
い
る
か
を
見
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
貞
孝
の
加
判

　
文
書
は
永
禄
五
年
二
月
廿
七
日
（
『
賦
引
付
騙
三
）
を
最
後
に
そ
の
跡
を
絶
つ
が
、

　
こ
れ
は
六
角
軍
入
京
に
よ
る
将
軍
の
八
幡
遷
座
に
頁
孝
が
難
行
を
拒
ん
だ
た
め

　
で
、
幕
府
内
で
そ
の
後
貞
孝
の
地
位
を
引
継
い
だ
の
は
評
定
衆
摂
津
竜
門
（
『
森

　
田
博
三
氏
所
蔵
文
書
日
永
禄
五
年
度
月
廿
日
付
摂
津
晴
門
・
諏
訪
晴
長
連
署
奉

　
書
）
で
あ
る
。
し
か
し
本
県
で
は
貞
孝
の
文
書
の
み
を
頭
人
加
判
と
扱
っ
た
。

⑮
宋
尾
掲
載
の
編
年
霞
録
参
照
。
禁
制
を
除
い
て
京
都
の
権
門
寺
社
に
発
給
さ
れ

　
た
と
考
え
ら
れ
る
奉
書
は
、
天
文
二
二
年
十
二
月
五
日
付
賀
茂
神
主
宛
奉
書
、
同

　
廿
四
年
帯
止
廿
日
付
竹
院
主
雑
掌
宛
奉
書
お
よ
び
同
年
八
月
廿
八
日
金
離
蔵
院
禅

　
乗
宛
奉
書
、
弘
治
三
年
八
月
十
九
日
付
春
臼
局
代
奉
書
の
四
点
だ
ろ
う
。
し
か
し

　
前
者
は
若
狭
の
庄
園
に
関
す
る
も
の
、
ま
た
後
者
の
春
田
局
は
将
軍
義
輝
の
乳
人

　
で
あ
っ
て
、
義
輝
に
随
行
し
て
朽
木
に
滞
在
中
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
明
白
に

　
洛
中
に
宛
て
た
と
思
わ
れ
る
の
は
竹
院
主
お
よ
び
禅
解
説
の
安
堵
奉
書
た
だ
二
点

　
の
み
で
あ
る
。

⑯
　
奥
野
高
広
氏
著
『
織
田
尺
長
文
書
の
研
究
』
、
脇
田
修
氏
「
近
世
封
建
制
の
成

　
立
－
信
長
政
権
を
中
心
に
一
」
（
『
封
建
圏
家
の
権
力
構
造
』
所
収
）
参
照
。

⑰
前
掲
拙
稿
史
林
論
文
第
二
章
第
三
節
。

⑯
例
え
ば
『
東
寺
文
書
』
甲
号
外
（
棄
影
）
所
収
享
禄
二
年
十
月
十
七
目
付
足
利

　
義
晴
奉
行
人
連
署
奉
書
、
ほ
か
。

⑲
『
言
継
誤
記
』
同
日
条
、
『
厳
助
往
年
記
』
同
日
条
。

⑳
　
　
『
言
継
卿
記
』
天
文
廿
二
年
八
月
七
日
条
。

⑳
　
岡
右
同
年
十
月
廿
～
日
条
、
さ
ら
に
義
輝
に
魑
駕
し
て
朽
木
に
逃
亡
し
た
廷
臣

　
に
対
し
て
は
そ
の
所
領
を
奪
う
と
脅
迫
し
て
い
る
（
同
記
岡
年
八
月
十
四
日
条
）
。

⑫
貞
孝
は
天
文
二
〇
年
に
将
軍
還
京
運
動
を
企
閣
し
て
失
敗
、
以
後
帰
洛
し
て
い
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る
（
『
言
継
卿
零
丁
岡
年
二
月
一
日
条
ほ
か
）
。

⑱
　
　
興
下
口
難
燃
騨
記
漁
網
凹
年
七
月
・
†
湘
ハ
ロ
回
条
。

⑳
嗣
右
岡
年
岡
一
条
。

⑳
宮
内
摩
所
蔵
写
本
『
蜷
用
家
記
』
、
こ
の
欝
状
は
蜷
正
親
俊
が
署
難
し
た
も
の

　
と
思
わ
れ
る
。
な
お
内
閣
文
庫
所
…
蔵
写
不
離
誕
拾
集
』
に
も
同
一
の
案
文
を
収
載

　
し
て
い
る
。
次
に
こ
の
よ
う
に
伊
勢
家
か
ら
三
好
政
権
に
筈
申
さ
れ
た
意
見
状
を

　
表
示
す
る
。

129995551月
27、5、5ポ動｝日

且
藩
者
冨
匝

内

容

葵
　
拠

俳
勢
貞
孝

蜷
川
親
俊

伊
勢
貞
孝

　
〃

　
〃

　
ク

蜷
川
親
藩

三
好
長
慶

蕪
雑

三
好
長
慶

　
〃

　
〃

　
〃

四
手
井
家
保

木
津
駕
当
言
神
人
ノ
課
役
至
論

白
川
・
吉
田
郷
芝
草
刈
相
論

北
野
投
領
ト
清
光
院
ト
ノ
相
論

中
沢
光
俊
知
行
地
相
論

　
　
　
　
〃

引
物
屋
養
子
相
続
耀
論

一
乗
寺
丸
山
跡
職

八
坂
視
社

　
　
文
露
上

蜷
川
家
記

蜷
川
家

　
古
文
書
2
4

蜷
川
家
記

　
　
〃

　
　
〃

　
　
ク

⑯
　
『
醍
醐
寺
文
書
匝
匹
（
大
匠
本
古
文
書
）
九
二
二
号
永
禄
元
年
九
月
馬
瀬
重
見

　
黒
雲
宛
醍
醐
惣
庄
申
状
に
は
「
弾
正
忠
適
え
御
申
奉
愚
候
」
と
あ
り
、
恰
も
久
秀

　
自
身
が
訴
訟
の
裁
決
権
者
で
あ
る
か
の
如
く
受
取
れ
る
が
、
な
お
よ
く
検
討
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弘
治
二
年
）

　
み
る
と
、
　
『
鰐
淵
寺
文
書
』
二
〇
四
号
十
月
十
三
日
付
西
塔
執
行
代
宛
久
秀
書
状

　
に
「
則
申
聞
長
慶
候
」
と
あ
り
、
　
『
泉
涌
寺
文
書
』
　
（
東
影
）
所
収
十
月
鎌
瞬
付

　
斎
藤
基
速
宛
久
秀
書
状
に
「
双
方
綬
鶏
、
長
慶
へ
御
不
審
之
儀
（
中
略
）
御
申
入
」

　
と
あ
る
よ
う
に
、
久
秀
の
立
場
は
あ
く
ま
で
訴
訟
取
次
事
務
取
扱
者
と
し
て
一
貫

　
し
て
い
る
こ
と
が
判
萌
す
る
。
な
お
前
註
第
～
章
③
参
照
。

⑫
　
就
当
寺
獣
皮
大
工
職
儀
、
竹
岡
小
兵
衛
尉
、
河
口
太
郎
左
衛
門
連
結
条
、
為
糺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
貞
孝
）

　
塞
翁
座
中
相
陰
刻
、
飼
　
公
儀
依
無
其
理
河
博
論
者
龍
華
雌
旨
、
従
勢
州
被
申
上

　
者
、
竹
岡
小
兵
衛
尉
二
申
付
候
、
被
成
其
御
心
得
予
審
等
可
被
仰
望
事
肝
要
候
、

　
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
好
筑
前
嘗

　
　
十
一
月
廿
七
蹟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
慶
（
花
押
）

　
東
福
寺
行
者
御
中
（
『
東
福
寺
蔵
文
書
駈
）

　
こ
の
裁
許
状
に
於
て
、
長
慶
自
身
判
決
を
権
威
づ
け
る
た
め
に
こ
と
さ
ら
貞
素
の

　
原
案
作
成
を
雷
及
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
、
三
好
政
権
の
限
界
を
示
す
も
の
と

　
し
て
興
味
深
い
。
反
爾
朽
木
の
亡
命
政
権
に
と
っ
て
は
、
か
か
る
地
位
に
あ
る
貞

　
孝
が
三
好
軍
の
掌
中
に
落
ち
て
い
る
こ
と
は
、
買
得
地
嗣
裳
銭
紳
物
の
安
堵
権
限

　
か
ら
、
ひ
い
て
は
徳
政
令
の
公
布
権
ま
で
三
好
軍
に
囲
わ
れ
た
に
等
し
く
、
幕
府

　
機
能
の
麻
痺
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
年
、
幕
府
の
奉
行
人
が
頁
孝
を
非

　
難
し
て
「
先
年
至
朽
木
（
中
賂
）
御
座
之
闘
、
伊
勢
縦
令
在
京
以
私
讐
儀
掘
計
公

　
験
井
非
分
祠
堂
」
（
『
蜷
川
家
古
文
霞
』
八
永
禄
五
年
九
月
二
選
付
落
瞬
暮
府
奉
行

　
人
連
署
奉
書
）
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
義
輝
側
の
狼
猴
と
打
撃
を
物
語

　
っ
て
い
る
。
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三
、
幕
府
復
活
後
の
三
好
政
権

　
将
軍
義
輝
が
朽
木
に
逃
避
し
て
い
た
天
文
末
～
弘
治
に
い
た
る
五
年
間
が
、
三
好
長
慶
の
全
盛
期
で
あ
り
、
芥
川
斌
主
宰
慶
の
号
令
は
城
・

和
・
摂
・
河
・
泉
の
五
畿
を
中
心
に
、
近
江
・
丹
波
・
播
磨
の
一
部
、
さ
ら
に
は
本
拠
讃
岐
・
阿
波
・
淡
路
に
及
び
、
実
に
八
箇
国
を
領
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
大
戦
国
大
名
の
観
を
呈
し
た
。
こ
の
領
域
は
応
仁
・
文
明
の
乱
後
に
細
川
政
元
が
把
握
し
て
い
た
旧
細
川
家
の
領
国
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
。
し



室町幕府最宋期の京都変配（今谷）

か
し
な
が
ら
、
そ
の
権
力
の
中
枢
部
を
占
め
る
京
都
の
掌
握
は
結
局
永
続
せ
ず
、
永
禄
元
年
春
か
ら
開
始
さ
れ
る
足
利
義
輝
と
六
角
義
賢
連
合

軍
の
京
都
奪
回
戦
に
決
定
的
な
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
同
年
十
一
月
廿
七
臼
に
義
輝
は
入
洛
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
尊
長
慶

は
細
川
属
綱
、
伊
勢
貞
孝
を
は
じ
め
、
五
年
前
に
将
軍
か
ら
離
反
し
て
三
好
方
に
つ
い
た
奉
公
衆
・
奉
行
人
を
引
率
し
て
義
輝
を
迎
え
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
和
議
と
は
云
い
条
、
実
質
に
於
て
は
長
慶
側
の
敗
北
で
あ
っ
た
。
室
町
暮
府
奉
行
人
奉
書
は
同
年
九
月
廿
四
日
に
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

年
ぶ
り
で
洛
中
に
発
給
さ
れ
、
幕
府
　
の
裁
判
行
政
機
能
は
完
全
に
回
復
さ
れ
た
。
芥
川
城
主
新
論
は
永
禄
三
年
に
幕
府
の
相
伴
衆
に
列
し
、
修

　
　
　
　
　
　
　
　
④

理
大
夫
の
官
途
を
受
け
、
三
管
領
に
次
ぐ
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
が
、
箋
質
的
に
は
京
都
支
配
か
ら
殆
ど
締
め
出
さ
れ
、
被
官
人
ら
を
京
都
か
ら

撤
退
さ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
長
慶
裁
許
状
は
弘
治
三
年
冬
東
寺
に
宛
て
ら
れ
た
の
を
最
後
に
洛
中
か
ら
は
姿
を
書
し
、
永
禄

二
年
の
摂
津
郡
家
斜
面
に
下
さ
れ
た
水
論
裁
許
状
以
後
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
に
代
っ
て
永
禄
三
～
五
年
の
間
に
洛
中
で
は
幕
府
奉
行

人
奉
書
が
急
増
し
、
事
態
は
天
文
十
八
年
以
前
に
逆
転
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
後
永
禄
八
年
の
足
利
義
輝
暗
殺
に
至
る
ま
で
の
京
都
支
配
に
つ
い
て
、
現
存
の
武
家
文
書
に
よ
っ
て
簡
単
に
跡
付
け
て
み
た
い
。
ま
ず
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

園
領
主
、
郷
村
、
町
鳶
等
に
対
す
る
軍
事
的
支
配
の
直
接
的
表
現
形
態
で
あ
る
禁
制
が
ど
の
よ
う
に
公
布
さ
れ
て
い
た
か
を
見
よ
う
。
こ
の
期

問
に
於
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
永
禄
四
年
春
よ
り
同
五
年
春
ま
で
の
一
年
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
近
江
の
六
角
氏
と
三
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

松
永
軍
が
京
都
奪
回
を
め
ぐ
っ
て
鏑
ぎ
を
削
っ
て
い
た
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
そ
の
一
年
間
を
除
け
ば
、
幕
府
奉
行
人
の
禁

制
が
殆
ど
で
あ
り
、
と
く
に
永
禄
二
・
六
の
両
年
は
一
点
も
詳
言
が
見
出
さ
れ
ず
、
幕
府
の
主
導
下
に
小
康
状
態
を
保
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
非
軍
事
的
な
統
治
支
配
を
示
す
裁
許
状
、
安
堵
状
等
の
文
書
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
量
的
比
較
を
み
れ
ば
幕

府
奉
行
人
奉
書
が
圧
倒
的
に
多
く
一
五
〇
点
を
超
え
る
に
対
し
、
三
好
氏
関
係
の
裁
許
安
堵
状
は
年
季
の
明
確
な
も
の
一
五
点
に
す
ぎ
な
い
。

勿
論
三
好
関
係
で
は
年
季
不
明
の
被
官
人
折
紙
が
多
数
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
年
季
を
記
さ
ぬ
以
上
、
将
来
に
対
す
る
法
的
効
力
を
殆

ん
ど
期
待
し
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
幕
府
奉
行
人
奉
書
に
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
頬
し
て
幕
府
側
は
、
前
述
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

権
門
寺
社
や
有
徳
町
衆
の
経
済
的
利
権
を
保
障
す
る
買
得
地
安
堵
、
祠
堂
神
物
安
罐
等
の
権
限
を
政
所
執
事
が
掌
握
し
て
お
り
、
永
禄
四
～
五
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年
月
遜

｝
発
給
者
一
宛
　
先

衷猛　長慶以降三二松永氏裁許折紙一覧

8　3

24　20

10

正ク

3　9

　　　　9　　8

多1冠41効
2　i6　i2　2b　4’

　　　　　　永
　　　4　　2緑

哲2？胆2弓
　4　17　24　25　28

松
永
久
秀

　
〃三

好
義
長

　
ク

　
〃松

永
久
秀

三
好
義
継

　
〃三

好
長
逸

三
好
三
人
衆

三
好
長
逸

　
ク

長
逸
・
宗
二

三
好
長
逸

三
好
三
人
衆

三
尊
長
逸

内

容

中
村
弥
三
郎

　
　
他
二
名

　
〃

六
粂
八
幡
神
主

東
寺
雑
掌

大
　
由
　
騎

　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

東
　
寺
　
雑
　
掌
旧
借
綱
桐
論
雷
塑
不
テ
裁
許

清
玉
上
人
地
子
銭
寄
進
安
堵

余
部
図
子
惣
中
許
得
地
相
論
裁
許

瓦
林
三
河
守
帰
参
ニ
ツ
キ
所
領
安
堵

真
乗
．
院
侍
者
院
領
所
々
安
堵

深
草

百
　
姓
　
中
　
　
　
ク

仙
翁
寺
村

名
主
百
姓
中

金
　
光
　
寺

久
我
庄

名
主
百
姓
中

編
習
事
院
役
出
郵

用
水
相
論
ニ
ッ
キ
参
詣
ヲ
命
ズ

　
　
ク

社
領
安
堵

撫
借
稲
論
…
ニ
ッ
キ

　
　
　
　
犯
入
逮
捕
ヲ
命
ズ

徳
政
ニ
ッ
キ
神
物
安
堵

守
厚
西
堂
二
年
貢
納
所
ヲ
命
ズ

灯
明
料
違
乱
停
止

大
言
分
年
貢
ヲ
久
我
家
二
返
ス

寺
領
安
堵

典
　
　
拠

塵
正
院
文
叢
八

　
　
ク

若
宮
八
幡
宮

　
　
　
文
書

東
寺
文
書
血

離
宮
八
幡
宮

　
　
　
文
轡

　
　
ク

東
寺
文
書
射

陶
弥
陀
寺
文
書

余
部
文
書

今
西
文
書

真
乗
院
文
書

　
　
ク

鹿
王
院
文
書
入

金
光
羅
文
書

久
我
家
文
書

　退

?
院
文
露

年
の
よ
う
に
軍
事
的
緊
張
を
め
ぐ
っ
て
徳
政
令
公
布
が
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

把
握
の
霧
力
季
段
と
な
っ
て
く
る
と
、
政
所
執
事
に
よ
る
頭

人
加
判
の
制
度
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
三
好
側
の
文
書
を
検
討
す
る
と
、
永
禄
二
年
の
夏

以
降
長
慶
は
裁
許
・
安
堵
な
ど
　
切
の
文
書
を
発
給
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
ず
禁
倒
す
ら
殆
ど
出
し
て
い
な
い
。
ま
た
永
禄
二
年
八
月

と
牽
二
月
に
松
永
久
秀
の
折
紙
が
あ
る
の
で
、
こ
の
時
期
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

慶
が
裁
許
状
発
給
権
を
久
秀
に
委
譲
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
久
秀
折
紙
も
永
禄
三
年
以
降
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

権
限
は
嘉
慶
嫡
子
義
長
が
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
凋
明
す
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
長
講
裁
許
状
の
跡
を
継
い
だ
久
秀

92 （428＞

・
義
長
の
京
都
に
出
た
裁
許
直
状
は
わ
ず
か
四
点
に
す
ぎ
ず
、
三
好
政
権
が
京
都
支
配
を
失
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
さ
れ
る
。
な
お
三
好

氏
は
義
長
が
家
督
を
継
承
し
た
永
禄
四
年
以
隆
、
鳥
養
貞
長
や
金
山
長
信
等
の
奉
行
人
制
度
が
成
立
し
、
三
好
境
野
行
人
奉
書
と
で
も
い
う
べ

　
　
⑫

き
文
書
が
尊
書
点
残
存
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
永
禄
八
年
ま
で
は
年
間
二
、
三
点
し
か
み
ら
れ
ず
、
永
禄
七
年
に
は
一
点
も
見
出
さ
れ
な

い
。　

こ
の
権
力
は
奉
行
人
制
の
設
置
に
よ
り
、
幕
府
権
力
と
は
独
自
の
官
僚
機
溝
を
整
備
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
管
領
家
細
川

民
が
守
護
奉
行
野
蚕
↓
管
領
代
制
へ
と
た
ど
っ
た
コ
ー
ス
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
幕
府
権
力
と
全
く
抱
合
し
た
体

鰯
を
と
り
続
け
た
細
川
氏
と
異
っ
て
、
室
町
幕
府
の
体
制
外
か
ら
出
発
し
幕
府
権
力
の
克
服
を
臼
指
し
な
が
ら
、
結
局
室
町
幕
府
制
度
の
模
倣



表w　三好疑奉行人奉書一覧

年
月
竺
惑
者
一
士
空
内
　
容
｝
典
拠

　元

3亀9

12　9　8　6　ク

26　16　23　23　4

　　　8

763
234

・6
閣…

1279ク
28　22　19　i1

　　　　　永

5　　4禄

7　92
13　22　4

貞
長
・
長
高

長
　
高

頁
長
・
長
高

　
〃
．
〃

長
秋
・
〃

　
〃
．
〃

貞
長
・
高
景

元
清
・
長
高

　
ク
・
長
房

　
〃
・
〃

　
ク
・
俊
晶

長
房
・
長
僑

元
清
・
俊
昌

　
〃
・
長
島

〃
・
騰

二
琢
院
役
春

本
　
山
　
寺

憂
殊
院
雑
掌

北
野
叢
雲
院

真
乗
院
雑
掌

市
原
野
里
中

賀
茂
一
社
中

真
澄
上
人

八
瀬
童
子
中

腸
　
顕
寺

東
寺
雑
掌

大
仙
院
雑
掌

陸
至
妙
安

松
室
重
清

天
王
訴
地
下
中

由
林
伐
採
停
止

辱
頒
安
堵

幕
府
裁
許
ノ
遵
行

　
　
〃

寺
領
安
堵

幡
枝
里
ト
ノ
柴
木
棺
論
裁
許

　
　
〃

幕
府
伝
戒
許
可
ノ
遵
行

諸
課
役
免
除

憲
宿
免
除

境
内
百
姓
ノ
違
乱
惇
止

寺
領
安
堵

足
利
義
輝
吊
料
寄
進
安
堵

禰
寛
田
安
堵

愚
愚
子
以
下
条
々
定

二
尊
院
文
書

本
塾
図
文
書

　
　
　
　
⑬

曼
殊
院
文
書

　
　
〃

真
乗
院
宣
覆

賀
茂
別
途
神
社

　
　
　
文
醤

　
　
〃

　
　
　
　
⑭

浄
福
寺
文
書

八
瀬
童
子
文
霞

妙
顕
専
文
霞

　
　
　
　
⑮

東
寺
文
書
五
常

　
　
　
　
⑩

大
仙
院
文
書

　
　
　
　
⑰

光
源
院
文
書

松
尾
月
読
社
⑱

　
　
　
文
書

四
天
王
寺
文
書

室町幕府最末期の京都支配（今谷）

　
こ
う
し
て
幕
府
に
な
お
徳
政
令
の
発
布
、
債
権
債
務
の
破
棄
・
保
障
と
い
う
権
限
を
中
心
と
し
て
、

権
が
掌
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
於
て
松
永
久
歪
が
京
都
の
警
察
権
を
掌
握
し
、
所
司
代
に
就
任
し
た

等
と
す
る
見
解
⑫
と
る
に
足
り
叢
説
で
あ
る
こ
と
は
余
り
に
も
明
白
で
あ
る
・
し
か
し
こ
れ
は
裏
を
返
し
て
三
好
政
権
か
ら
見
る
と
・
将

軍
が
在
京
し
即
ち
幕
府
の
存
在
す
る
限
り
結
局
京
都
の
実
権
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
眼
の
あ
た
り
に
見
せ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

長
慶
は
か
つ
て
将
軍
の
近
江
追
放
に
よ
り
五
ケ
年
間
の
独
裁
を
行
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
永
禄
元
年
の
将
軍
還
京
で
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
三
好
氏
に
と
っ
て
将
軍
の
物
理
的
抹
殺
こ
そ
が
唯
一
の
京
都
掌
握
へ
の
道
で
あ
り
、
強
靱
な
室
町
幕
府
の
生
命
－
支
配
力
の
存
続

に
焦
り
を
感
じ
た
三
好
一
族
は
、
つ
い
に
将
軍
の
暗
殺
を
決
行
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

で
し
か
な
い
奉
行
人
絹
を
採
用
し
た
点
に
こ
の
政
権
の
悲
劇

が
あ
っ
た
。
三
好
氏
奉
行
人
制
が
制
度
と
し
て
定
着
し
な
か

っ
た
こ
と
は
、
残
存
発
給
文
書
数
の
僅
少
さ
に
よ
り
余
り
に

も
明
白
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
同
時
期
に
お
け
る
圧
倒
的
な

室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
の
発
給
数
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り

自
つ
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
専
門
化
し
た
法
曹
官
僚
団
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
訴
訟
裁
決
実
績
や
意
見
鰯
度
の
定
着
に
み
ら
れ
る
室
町
幕

府
奉
行
人
の
伝
統
的
権
威
に
は
、
到
底
三
好
茂
の
奉
行
人
で

は
対
抗
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
織
田
信
長
が
畿

内
制
圧
に
当
っ
て
、
足
利
義
昭
と
そ
の
権
威
を
利
用
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
求
め
ら
る

べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
門
に
対
す
る
所
領
安
堵
等
広
汎
な
実
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①
　
『
宣
胤
獅
詑
馳
永
正
四
年
六
月
昔
四
臼
条
。

②
こ
の
よ
う
な
将
軍
還
京
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
こ
れ
を
室
町
慕
府
の

　
伝
統
的
形
式
を
整
え
る
こ
ヒ
を
狙
っ
て
い
た
長
慶
の
成
功
と
見
る
理
解
が
有
力
で

　
あ
る
が
（
例
え
ば
永
原
慶
一
…
氏
『
戦
醐
の
動
乱
』
P
二
七
二
）
、
如
上
の
分
析
か

　
ら
す
れ
ば
、
全
く
見
当
外
れ
の
憶
測
と
い
う
拠
な
い
。

③
『
大
通
奪
文
事
』
同
日
付
安
堵
奉
書
。

④
　
宮
内
庁
『
永
禄
三
年
日
記
』
嗣
年
正
月
十
一
目
条
、
　
『
兼
右
早
撃
』
　
（
束
影
）

　
同
月
廿
二
日
条
。

⑮
宋
羅
に
天
文
十
八
～
永
禄
十
一
年
聞
に
大
山
崎
を
含
む
山
城
一
身
に
掲
示
さ
れ

　
た
燃
ホ
髄
の
編
年
目
録
を
掲
げ
た
。

⑥
こ
の
間
の
経
過
に
つ
い
て
は
長
江
氏
前
掲
雷
が
最
も
詳
細
。

⑦
前
章
注
⑧
参
照
。
こ
の
点
に
関
し
て
『
武
政
軌
範
』
は
執
事
の
加
判
は
「
随
干

　
事
躰
下
汐
差
異
乎
」
　
（
政
所
沙
汰
編
、
武
臼
内
談
事
書
）
と
博
す
の
み
で
、
桑
劇
浩

　
然
氏
も
こ
れ
を
引
き
「
事
件
の
内
容
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
」
と
具
体
的
な
こ
と

　
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
（
同
氏
前
掲
論
文
「
中
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
政
所
の

　
構
成
と
機
能
」
）
、
前
掲
筆
者
の
分
析
に
よ
り
、
か
か
る
場
合
に
限
っ
て
敵
所
執
事

　
の
加
判
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

⑧
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
桑
山
氏
「
室
町
特
代
の
徳
敷
一
徳
政
令
と
幕
府
川
敷
一

　
一
」
（
永
原
慶
二
・
稲
壌
泰
彦
爾
氏
共
編
『
中
世
の
社
会
と
経
済
』
飯
収
）
参
照
。

　
た
だ
し
同
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
永
禄
五
年
三
月
昔
九
日
、
四
月
十
一
目
、
四
月

　
骨
日
、
八
月
廿
五
日
の
各
徳
政
高
札
掲
示
は
『
長
享
年
後
畿
内
兵
蹴
記
』
　
（
続
群

　
露
類
従
倉
戦
部
駈
収
）
の
所
伝
に
よ
る
も
の
で
、
確
証
は
全
く
な
い
。
と
く
に
穴

　
角
盆
に
よ
る
洛
中
徳
敷
公
布
の
日
付
は
『
蜷
感
謝
古
文
首
脳
』
所
収
五
角
氏
奉
行

　
人
連
署
徳
政
令
、
お
よ
び
『
田
中
光
治
氏
所
蔵
文
書
甲
所
奴
永
禄
五
年
三
面
廿
四

　
日
付
嵯
餓
土
倉
自
運
大
覚
寺
坊
官
連
署
奉
書
に
よ
り
三
月
十
八
日
で
あ
る
こ
と
は

　
動
か
な
い
か
ら
、
　
『
兵
乱
記
隠
が
「
四
B
廿
B
比
」
と
す
る
の
は
史
実
に
反
す
る

　
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
り
、
　
『
兵
乱
記
陳
を
根
本
史
料
と
し
て
使
う
こ
と
は
不
可
能
で

　
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
で
は
中
村
告
治
肉
「
工
臨
譜
代
後
期
の
土
一
揆
と
徳
政
」

　
（
歴
火
学
研
究
ニ
ー
1
・
2
）
も
同
様
の
誤
ま
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑨
唯
｝
の
例
外
は
『
清
涼
寺
文
書
隔
所
収
永
禄
七
年
二
月
付
添
鯉
。

⑩
　
久
下
の
八
月
廿
八
日
付
折
紙
は
内
容
か
ら
い
っ
て
弼
文
、
す
な
わ
ち
訴
訟
取
次

　
に
近
く
、
十
二
月
十
五
日
付
折
紙
も
内
容
は
召
文
で
あ
る
。
加
う
る
に
ナ
ニ
月
折

　
紙
の
末
尾
は
「
i
可
被
御
付
之
慮
候
也
、
感
状
加
口
囲
」
と
あ
る
よ
う
に
形
式
は

　
奉
書
で
あ
る
。
従
っ
て
裁
許
直
状
発
給
権
が
完
全
な
意
味
で
久
秀
に
委
任
さ
れ
た

　
か
否
か
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

⑪
　
義
長
の
二
期
文
書
は
禁
制
八
点
、
裁
許
颪
状
一
工
点
、
講
状
二
点
に
す
ぎ
な
い

　
が
、
こ
れ
は
彼
が
夫
折
し
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
『
後
鑑
臨
に
『
室
町
殿
饅
記
隠

　
所
載
と
し
て
永
禄
三
年
十
一
月
廿
一
日
付
光
照
院
雑
掌
宛
義
長
直
状
案
文
を
引
い

　
て
い
る
が
、
義
興
と
義
長
は
同
一
人
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
「
次
義
長
へ
可
申
入

　
候
扁
と
あ
り
、
様
式
も
奇
異
で
あ
っ
て
、
明
鷺
な
偽
文
書
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿

　
で
は
『
室
町
殿
日
記
繍
収
載
文
書
は
一
切
使
押
し
な
か
っ
た
。

⑫
　
こ
こ
で
三
好
語
群
行
人
奉
書
と
は
貞
長
、
長
高
、
長
秋
、
高
足
、
元
清
、
長

　
房
、
俊
愚
、
長
信
、
右
衛
門
尉
の
九
名
の
う
ち
両
名
が
署
判
ず
る
連
署
奉
魯
を
い

　
い
、
別
表
に
示
す
十
五
点
が
残
存
し
て
い
る
。
う
ち
永
禄
八
・
九
両
年
の
七
点
を

　
『
史
料
蒜
覧
』
に
収
載
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
ご
と
く
を
幕
府
文
書
と
し
て
扱
っ

　
て
い
る
。
し
か
し
貞
長
は
花
押
の
一
致
に
よ
う
三
好
内
者
の
鳥
養
貞
長
で
あ
る
こ

　
と
は
明
白
（
第
一
章
注
①
参
照
）
で
、
長
高
も
署
判
か
ら
長
慶
被
官
奈
良
長
高
と

　
判
鴨
（
『
八
坂
神
社
文
書
』
崇
敬
四
）
ま
た
長
信
は
『
久
我
又
書
』
（
東
影
）
所
収
．

　
九
二
ご
～
日
付
松
永
久
通
宛
連
署
書
状
の
臼
下
に
「
金
肉
駿
河
守
長
信
」
と
あ
っ
て

　
文
中
に
「
御
続
目
之
郷
判
寮
、
被
任
長
慶
御
一
札
」
と
書
か
れ
て
い
る
に
よ
り
、

　
三
好
義
継
の
内
者
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
嘉
名
が
三
好
内
衆
と
将
開
す

　
れ
ば
残
余
の
六
名
も
す
べ
て
長
銀
・
義
長
・
義
継
の
奉
行
入
た
る
こ
と
が
確
定
す

　
る
。

⑬
薗
、
曼
殊
院
文
書
』
（
東
影
）
所
収
永
禄
五
年
二
月
廿
八
降
付
曼
殊
院
雑
掌
・
松
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室町’幕府最末期の京都支配（今谷）

　
梅
院
・
軍
器
審
雑
掌
各
宛
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
裁
許
状
。

⑭
『
浄
福
寺
文
書
』
（
画
影
）
所
収
永
禄
六
年
三
月
十
八
日
付
真
澄
上
人
宛
纂
府

　
奉
行
人
連
署
奉
書
。

⑮
『
東
寺
文
書
』
五
常
所
収
十
月
八
日
付
東
寺
雑
掌
宛
三
好
長
話
書
状
。

⑯
『
大
仙
院
文
書
』
二
塁
収
八
月
廿
五
日
付
当
院
雑
掌
宛
三
好
長
慶
書
状
。

⑰
『
光
源
院
文
書
』
一
（
京
影
）
三
月
十
置
付
光
源
院
役
者
中
尊
三
好
長
逸
書
状
。

⑱
『
松
罷
月
読
社
文
書
』
（
京
大
所
蔵
原
本
）
所
収
岡
年
七
月
十
三
臼
付
飯
尾
為

　
清
奉
書
。

⑲
笠
松
宏
至
氏
は
前
掲
論
文
に
於
て
、
か
か
る
意
見
制
を
詳
細
に
分
析
し
た
の
ち

　
「
室
町
幕
府
権
力
の
軍
事
的
、
経
済
的
基
盤
の
弱
体
化
に
伴
い
、
そ
れ
等
の
現
実

　
的
な
力
に
代
っ
て
、
そ
こ
に
無
形
の
カ
、
即
ち
法
の
抽
象
的
な
権
威
が
求
め
ら
れ

　
よ
う
と
す
る
政
治
史
的
背
景
が
あ
っ
た
」
と
い
う
観
点
を
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
な

　
お
『
中
世
法
舗
史
料
集
』
巻
三
解
題
所
収
意
見
状
目
録
で
は
、
残
存
意
見
状
の
下

　
限
を
天
文
廿
一
年
と
さ
れ
る
が
、
管
見
で
は
永
禄
以
降
も
な
お
意
晃
状
は
残
存
し

　
て
い
る
（
『
臼
野
家
領
導
書
写
』
解
収
永
禄
元
年
十
二
月
七
日
付
奉
行
人
連
署
意

　
晃
状
、
隅
文
書
写
所
収
同
等
年
三
野
宴
日
付
黒
闇
松
田
盛
秀
膏
心
見
状
）
し
、
裁
許

　
奉
書
発
給
に
際
し
て
右
筆
方
意
見
を
徴
し
た
例
も
あ
っ
た
（
例
え
ば
『
土
岐
文
書
』

　
永
禄
五
年
二
月
廿
九
日
付
奉
醤
、
　
『
正
法
寿
文
書
』
同
年
穴
月
十
竺
日
付
奉
書
）
。

　
加
え
て
実
質
的
な
幕
府
減
亡
後
で
あ
る
永
禄
八
年
宋
の
誓
願
寺
、
円
福
寺
寺
務
職

　
相
論
に
於
て
は
、
朝
廷
が
奉
行
人
を
通
じ
て
幕
鷹
の
意
見
状
を
調
査
し
論
旨
発
給

　
の
参
考
に
せ
ん
と
し
て
い
る
（
『
言
継
母
記
』
同
年
十
二
月
一
日
条
～
廿
九
日
条
）

　
事
実
は
、
依
然
と
し
て
な
お
意
見
制
度
の
機
能
が
権
威
を
保
ち
続
け
て
い
た
こ
と

　
を
物
語
る
。

⑳
　
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
』
3
P
四
九
八
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
國
録

　
東
寺
百
合
文
書
』
一
〇
一
言
写
文
書
解
説
、
同
『
続
図
録
東
寺
百
合
文
書
』
五
〇
号

　
文
書
解
説
、
ま
た
最
近
永
原
慶
二
郎
は
『
戦
圏
の
動
乱
』
P
二
八
一
に
長
慶
が

　
「
松
永
氏
を
所
司
代
と
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、

　
そ
の
よ
う
な
確
証
は
全
く
な
い
。
長
慶
が
所
司
代
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
す
る
の
は

　
『
武
家
名
園
抄
』
の
所
伝
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
て
虚
説
た
る
こ
と
は
明
嶽
で
あ
る
。

　
侍
撰
所
司
代
活
動
の
記
録
は
文
明
末
以
降
所
見
が
な
い
（
前
掲
拙
稿
史
林
論
文
、

　
岡
古
文
馨
研
究
収
載
論
文
参
照
）
こ
と
は
既
に
論
じ
た
。
但
し
閥
闘
の
み
は
幕
鰐

　
減
亡
ま
で
残
る
。
こ
の
時
期
の
開
閾
は
松
田
盛
秀
で
あ
り
（
『
言
継
卿
記
駈
永
禄

　
六
年
正
月
廿
三
日
）
開
關
の
灘
醐
察
機
能
保
持
も
明
暮
が
あ
る
（
天
文
廿
　
年
三
月

　
十
王
条
、
同
記
永
禄
八
年
五
月
四
日
条
、
五
日
条
）
が
、
久
秀
と
は
何
の
関
係
も

　
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
久
秀
、
長
慶
所
司
代
云
々
は
後
世
の
付

　
会
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
従
来
の
通
説
は
、
末
期
に
お
け
る
幕
府
の
権
力
機

　
能
を
無
視
す
る
余
り
、
と
も
す
れ
ば
松
永
久
秀
の
過
大
評
価
に
陥
っ
て
い
た
と
考

　
え
ら
れ
る
。

　
四
、
む
す
び
に
か
え
て
一
三
好
政
権
の
限
界

　
三
好
政
権
は
、
ま
ず
応
仁
以
後
八
○
年
近
く
存
続
し
た
幕
府
・
管
領
府
の
体
制
を
克
服
し
た
点
に
成
立
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
政
治
的
・
形

式
的
手
続
き
と
し
て
、
細
川
氏
綱
を
擁
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
は
管
領
代
格
に
擬
し
、
茨
木
宣
撫
が
有
し
て
い
た
幕
府
奉
行
人
奉
書
の
下

行
権
、
洛
中
屋
地
在
家
処
分
権
（
か
っ
て
地
方
頭
入
が
主
持
し
て
い
た
も
の
）
、
ひ
い
て
は
洛
中
の
警
察
権
を
晴
元
政
権
か
ら
奪
取
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
管
領
府
の
実
権
を
合
法
的
に
吸
収
し
た
上
で
、
幕
府
体
綱
そ
の
も
の
の
否
定
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
は
天
文
二
十
二
年
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よ
り
永
禄
元
年
に
至
る
五
年
間
の
長
慶
独
裁
（
そ
れ
は
長
慶
裁
許
状
に
象
徴
さ
れ
る
）
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
が
、
根
強
い
反
三
好
勢
力
の
存
在

と
、
訴
訟
裁
決
に
関
す
る
室
町
幕
府
の
伝
統
的
権
威
、
す
な
わ
ち
佐
藤
進
一
氏
の
雷
葉
を
か
り
て
い
え
ば
統
治
権
的
支
配
権
の
核
を
欠
如
し
た

こ
と
に
よ
り
、
幕
府
の
復
活
を
許
し
、
京
都
支
配
を
放
棄
す
る
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
三
妊
疵
一
族
は
室
町
幕
府
と
苦
闘
を
続
け
た
す
え
、
畿
内
に
戦
国
大
名
権
力
を
樹
立
す
る
に
は
将
軍
殺
害
に
よ
っ
て
幕
府
を
覆
滅

す
る
外
な
し
と
結
論
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
将
軍
暗
殺
で
幕
府
の
機
能
が
停
止
し
た
こ
と
は
や
は
り
武
家
文
書
の
上
に
あ
ら

わ
れ
て
お
り
・
翰
墨
行
人
奉
書
は
激
減
し
・
代
ぞ
三
好
茂
奉
行
人
返
お
よ
び
義
継
二
一
天
麺
の
裁
許
状
が
急
増
す
る
の
で
あ
る
f
」
こ

で
松
永
氏
の
文
書
は
、
久
秀
嫡
子
久
通
の
禁
制
が
一
点
あ
る
の
み
で
奉
書
・
裁
許
状
は
一
点
も
な
く
、
久
秀
が
結
局
大
和
一
国
の
戦
国
大
名
で

し
が
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
幕
府
三
度
目
の
中
絶
に
よ
り
、
再
び
三
好
氏
の
独
裁
が
出
現
す
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
三
人
衆
政
権
も

内
証
と
信
長
上
洛
に
よ
り
短
命
に
終
る
の
で
あ
る
。
以
上
三
好
政
権
の
政
治
的
性
格
を
専
ら
室
町
幕
府
権
力
と
の
対
抗
関
係
に
絞
っ
て
考
察
し

た
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
政
権
の
全
貌
糺
明
を
行
な
う
ほ
ん
の
一
前
提
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
全
般
的
な
検
討
は
当
時
の
畿
内
土
豪
の
存

在
形
態
や
村
落
講
造
な
ど
在
地
の
状
況
に
ま
で
立
入
っ
て
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
該
政
権
の
性
格
を
糺
明
す
る
も
う
一
つ
の
前
提
で
あ
る
三
好

馬
の
財
政
基
盤
の
骨
格
、
就
中
地
子
銭
や
興
米
の
徴
収
、
庄
園
押
領
、
権
門
か
ら
の
礼
銭
徴
収
の
問
題
、
さ
ら
に
は
三
好
軍
兵
姑
基
地
と
し
て

の
堺
や
東
寺
の
果
し
た
役
割
な
ら
び
に
鉄
砲
装
備
の
状
況
等
は
今
後
の
課
題
と
し
て
す
べ
て
を
持
ち
越
し
て
い
る
。

　
最
後
に
幕
府
な
き
あ
と
の
三
好
氏
が
戦
圏
大
名
化
へ
向
っ
て
一
歩
を
踏
出
し
た
象
徴
的
な
事
例
を
一
つ
だ
け
掲
げ
結
び
に
か
え
た
い
。
そ
れ

は
こ
の
政
権
が
京
都
の
内
外
で
初
め
て
文
書
に
残
る
法
令
一
撰
銭
令
を
公
布
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
体
戦
国
期
の
畿
内
で
所
謂
分
国
法
が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

布
さ
れ
た
事
実
は
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
撰
銭
令
は
幕
府
法
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
独
自
の
戦
国
家
法
と
は
勿
論
雷
え

な
い
が
、
当
時
な
お
全
国
流
通
構
造
の
中
枢
的
地
位
を
失
わ
ぬ
京
都
の
経
済
界
全
般
を
統
制
す
る
法
規
が
信
長
の
撰
銭
令
に
先
立
っ
て
三
好
政

権
下
に
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
注
醒
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
幕
府
の
統
治
権
力
が
明
ら
か
に
三
好
一
族
に
よ
っ
て
隈

取
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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室町幕府最宋期の京都支配（今谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
の
撰
銭
令
は
戦
後
奥
野
高
広
氏
に
よ
っ
て
、
室
町
幕
府
法
と
し
て
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
検
討
の
結
果
実
は
幕
府
と
は
無

関
係
で
、
三
好
政
権
の
手
に
な
る
も
の
と
い
う
べ
き
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
ず
こ
の
法
令
は
永
禄
九
年
に
二
圏
に
篁
り
公
布
さ
れ
て
い
る
が
、

全
文
は
奥
野
論
文
を
御
参
照
願
う
と
し
て
こ
こ
で
は
末
尾
の
部
分
の
み
を
掲
げ
る
。

　
　
（
前
略
）

　
右
条
々
堅
被
定
置
詑
、
若
君
違
犯
之
輩
老
権
門
勢
家
の
ひ
く
わ
ん
を
い
ハ
す
過
銭
拾
貫
文
か
け
ら
る
へ
し
、
え
ら
ふ
者
を
告
し
ら
す
る
族
に

　
ハ
褒
美
と
し
て
五
貫
文
可
遣
之
、
此
外
科
の
軽
重
を
た
鼓
し
可
被
処
厳
科
之
由
所
候
也
、
傍
下
知
如
件

　
　
永
禄
九
年
三
日
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
前
守
三
善
判

　
　
（
前
略
）

　
右
条
々
台
密
定
置
詑
、
若
背
主
旨
以
内
々
相
済
輩
者
権
門
勢
家
之
被
官
を
い
ハ
す
於
其
身
者
被
処
厳
科
至
私
宅
者
闘
所
に
お
こ
な
ハ
る
へ
き

　
由
所
候
也
、
傍
下
知
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
永
禄
九
年
十
二
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
部
丞
三
善
判

　
こ
の
両
者
い
ず
れ
も
幕
府
奉
行
人
が
面
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
ω
書
止
文
言
に
而
て
将
軍
の
命
を
奉
じ
た
こ
と
を
示
す
「
所
被
仰
下
」

と
い
う
語
句
が
見
当
ら
ぬ
こ
と
、
②
単
独
署
判
で
あ
る
こ
と
　
㈲
越
前
守
、
兵
部
丞
共
に
当
時
の
幕
府
奉
行
人
に
該
当
者
が
存
在
せ
ぬ
こ
と

㈲
前
述
の
如
く
客
観
的
状
況
と
し
て
幕
府
は
機
能
を
停
止
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
等
に
よ
り
明
白
で
あ
る
。
実
は
こ
の
両
者
短
期
暁
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

津
芥
川
城
主
で
三
好
三
人
衆
に
推
戴
さ
れ
て
い
た
細
川
昭
元
の
管
領
代
で
あ
る
。
こ
の
法
令
が
三
人
衆
や
義
継
の
判
物
で
な
く
、
管
領
代
奉
書

の
様
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
、
三
好
一
族
が
内
包
せ
る
抜
き
難
い
旧
時
代
意
識
を
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
信
長
上
洛
に
先
立
っ
て
洛
中
に
経

済
法
令
を
出
し
得
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
反
米
徴
収
や
荘
園
押
領
、
礼
銭
の
収
奪
等
、
茨
木
時
代
よ
り
荘
園
制
否
定
に
向
っ
て
動
き
出
し
た
も
の
の
、
所
詮
三
好
政
権

の
財
源
調
達
方
式
そ
の
他
中
世
的
な
性
格
を
抜
け
切
っ
て
お
ら
ず
、
荘
園
権
門
体
制
を
克
服
し
得
ぬ
ま
ま
、
つ
い
に
一
反
の
検
地
も
実
施
し
得
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ず
一
条
の
分
国
法
を
捌
饗
し
得
心
ま
ま
織
田
奨
の
入
京
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
最
後
ま
で
三
好
幾
の
戦
国
大
名
化
を
阻
み

続
け
た
体
制
が
室
町
幕
府
の
背
後
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
全
面
的
否
定
は
、

積
し
た
織
豊
政
権
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
義
継
署
判
の
文
書
は
禁
簡
九
点
、
颪
状
二
点
他
は
書
状
若
干
で
、
明
ら
か
に
次

　
の
三
人
衆
に
実
権
が
移
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
三
人
衆
目
判
の
文
書
は

　
禁
制
六
点
、
窺
状
十
点
、
書
状
は
六
〇
点
以
上
に
達
す
る
。
（
内
訳
は
連
署
十
一
二

　
点
、
長
逸
珊
四
点
、
石
成
友
通
十
一
点
、
宗
潤
七
点
、
篠
原
長
房
八
点
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
文
十
九
年
）

②
　
筆
渚
は
『
上
京
文
雷
』
所
収
七
月
十
日
目
上
京
洛
中
洛
外
惣
二
二
長
慶
条
々

　
（
瀬
田
勝
哉
琉
「
近
世
隠
滅
成
立
史
序
説
」
　
（
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
』
中
世

　
編
』
）
を
、
未
熟
な
戦
国
家
法
と
規
定
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
瀬
田
氏
は
こ
の
条

　
々
の
年
季
を
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
、
　
『
需
継
堅
気
』
天
文
十
九
年
七
月
十
四
日

　
条
と
照
合
し
て
、
同
年
の
も
の
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

③
同
工
「
前
期
封
建
制
と
撰
銭
禁
令
」
（
伊
東
多
三
郎
表
編
『
濁
民
生
活
史
研
究
』

巻
二
所
収
）

④
　
と
も
に
『
兼
右
卿
記
』
　
（
東
影
）
永
禄
十
年
正
月
十
八
日
条
所
収
。

⑤
　
　
「
越
前
守
三
善
」
が
飯
尾
為
清
で
あ
る
こ
と
は
既
に
考
証
済
み
（
前
掲
拙
稿
史

　
林
論
文
）
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
隠
昭
元
の
管
領
代
た
り
し
こ
と
も
触
れ
た
（
第
一

　
章
注
⑪
）
。
次
に
「
兵
部
丞
三
善
」
は
『
二
尊
院
文
書
』
二
（
東
影
）
所
収
九
月

　
廿
六
日
付
二
尊
院
宛
書
状
の
署
判
に
「
為
房
」
と
あ
り
、
包
紙
に
「
飯
尾
兵
部
丞

　
為
房
」
と
書
か
れ
、
さ
ら
に
同
一
花
押
の
「
為
房
」
署
判
で
管
領
代
奉
書
の
様
式

　
を
示
す
文
書
が
他
に
数
点
見
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
飯
羅
為
房
と
断
定
し
た
。
以

　
下
に
昭
元
管
領
代
奉
書
の
…
覧
を
掲
げ
る
（
一
部
前
掲
拙
稿
史
林
論
文
の
昌
録
と

〔
追
記
〕
脱
稿
後
下
皿
に
収
載
す
べ
き
史
料
と
し
て
『
勧
修
導
文
書
』
　
（
島
影
）

　
　
　
　
ヒ
天
文
十
九
年
五
月
八
曙
骨
東
寺
雑
掌
宛
奉
書
、
　
『
佐
々
木
文
書
』
（
正
篇
）

　
　
　
付
西
九
条
名
主
百
姓
中
宛
奉
書
が
そ
れ
ぞ
れ
判
明
し
た
。

一
向
一
揆
と
の
紺
決
の
中
で
強
烈
な
軍
事
的
エ
ネ
ル
ギ
…
を
蓄

重
複
す
る
）

年
月
日

奉
豊
宛
　
班

内

容

　　　　　　　　　　　永　　　11　　　　10　　92禄
1！　97　！！611　11　！！　9712736

23　4　11　！！　2　28　27　19　7　13　29　13　17　14

藩〃豫〃薯・豫〃〃離〃・壽
多
田
院
雑
掌

上
京
中
洛
外

松
蜜
重
清

上
京
中
洛
外

広
隆
寺
雑
掌

広
隆
寺
衆
僧
中

松
罷
枇
領

名
主
百
姓
中

山
城
諸
役
所
中

　
　
〃

阿
弥
陀
寺

　
　
〃

下
京
諸
嬢
人
中

本
能
寺
雑
掌

松
下
被
微

名
主
百
姓
中

反
銭
ヲ
由
租
済
ト
シ

　
　
　
　
国
催
促
停
止

撰
銭
令

神
領
惣
安
堵

撰
銭
令

寺
領
所
々
　
惣
安
堵

池
水
流
用
ヲ
許
シ

　
　
　
　
植
林
ヲ
命
ズ

社
領
押
領
停
止

過
　
　
所

役
銭
ヲ
今
村
晦
〃
満
二

　
　
　
　
沙
汰
セ
シ
ム

禁
　
　
制

無
縁
土
葬
許
可

洛
中
洛
外
魚
公
事
銭
ヲ

　
　
　
　
　
　
梢
掬
ム

洛
中
屋
地
　
買
得
安
堵

原
三
王
ト
ノ
相
論
裁
許

典
　
　
拠

多
田
院
文
書
二

兼
右
卿
記

松
尾
月
読
社

　
　
　
文
霞

兼
右
卿
記

広
隆
寺
文
書
坤

　
　
〃

松
尾
月
読
社

　
　
　
文
番

二
尊
院
文
書

言
継
卿
記

阿
弥
陀
寺
文
書

　
　
ク

京
都
大
学

省
文
書
集

本
能
寺
文
書
坤

松
尾
月
読
社

　
　
　
　
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（
注
）
前
掲
拙
稿
史
林
論
文
に
て
永
禄
九
年
十
二
月
の
撰
銭
令
を
も
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
奉
書
と
し
た
の
は
筆
者
の
誤
謬
で
あ
り
、
こ
こ
に
訂
正
す
る
）

　
　
　
　
穴
永
禄
八
年
十
二
月
廿
七
日
骨
勧
修
寺
百
姓
中
歯
三
好
長
逸
折
紙
、
袈
V
に
『
東
寺
百
合
文
書
』

　
　
　
　
　
　
　
懇
天
文
廿
一
年
半
月
廿
八
日
付
尼
子
晴
久
宛
奉
書
六
通
、
『
百
合
』
て
永
禄
五
年
七
月
十
日

こ
こ
に
謹
ん
で
補
訂
す
る
（
袋
豆
は
補
正
済
）
。
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室町幕府最末期の京都支配（今谷）

表
V
　
室
町
幕
府
奉
行
入
奉
書
編
年
厨
録
バ
一
部
佐
藤
進
一
氏
の
御
協
力
を
得
た
）

年
月
日
一
宛
所
　
内
　
　
容
　
一
典
拠

年
月
日
一
宛
所
｝

天
文

　
　
　
　
・
2
0

　
　
　
　
・

内

容

「
映

拠

　　　　20

8　7　5　12　11

20　1e　14　28　13　3

　　10　　　9

16　10　21　16　2

　　　　閾

　　8　5　3

25　22　14　26　24

19　　　工8文

2　12　9

8　17　4　11
曾

21

2　12

18　29

3
　
・
4

．

。
　
Q
》

●

賀
茂
社
一
社
中

賀
茂
祠
官

　
慶
松
丸

若
狭
守
護

本
法
寺
大
泉
坊

賀
斑
祠
官

　
慶
松
丸

　
東
　
　
寺

多
田
院
雑
掌

知
恩
寺
雑
掌

善
法
満
塁
掌

東
寺
雑
掌

大
森
新
四
郎

輯
野
家
雑
掌

美
濃
守
護

頂
妙
専
雑
掌
力

頂
妙
寺
雑
掌

大
覚
寺
雑
裳

　
　
〃

久
我
家
並
掌

御
乳
人
二
代

三
宝
院
雑
掌

三
宝
院
領

　
名
主
沙
汰
人
中

入
江
雪
雑
掌

法
華
寺
雑
掌

東
寺
雑
書

法
金
翔
院

　
二
二
三

法
金
鰯
院
傾

　
名
主
沙
汰
人
中

将
軍
乳
人
局
代

遍
照
心
院
雑
掌

祠
官
森
ノ
遺
跡
継
承
ヲ
命
ズ

　
　
　
　
〃

若
狭
宮
漏
庄
所
務
ヲ
慶
松
丸
二
安
壌

祠
堂
銭
安
堵

若
狭
宮
瑚
多
事
務
　
相
論
裁
許

禁
　
　
　
擬

足
利
義
晴
　
遺
骨
奉
納

義
晴
忌
仏
事
座
位
根
論
裁
許

石
清
水
八
幡
宮
社
務
職
安
堵

境
内
門
鵠
藪
竹
役
催
捉

借
銀
相
論
裁
許

洛
中
屋
地
安
堵

椀
飯
要
脚
催
促

洛
中
屋
地
　
買
得
安
堵

池
上
信
宗
二
洛
中
屋
地
買
得
安
堵

洛
中
敷
地
　
買
得
安
堵

愛
宕
神
事
灯
明
料
　
安
堵

同
右
　
副
帥
・
甲
二
下
知
ヲ
命
ズ

浴
中
敷
地
獄
堵

日
野
家
領
惣
安
堵

院
領
所
々
還
付
惣
安
堵

　
　
　
　
〃

境
内
敷
地
　
還
付
安
堵

寄
宿
停
止

　
　
　
　
〃

院
領
所
々
惣
安
堵

　
　
　
　
〃

活
中
飛
地
　
安
堵

院
領
山
雲
中
村
郷
　
安
堵

鳥
居
大
路
文
書

　
　
〃

　
　
〃

頭
人
御
熊
物
引
付

鳥
居
大
路
文
書

東
寺
首
倉
文
書
マ

多
田
院
文
書

知
恩
寺
文
書

菊
大
路
家
文
書

東
寺
百
合
文
書
ゑ

頭
人
御
加
判
引
付

殴
野
家
領
文
書
写

室
町
家
御
内
書
案

頭
人
五
加
輝
引
付

　
　
ク

頂
妙
寺
文
書

閣
中
光
治

　
　
　
所
蔵
文
書

　
　
〃

久
我
家
文
省

日
野
家
領
文
書
写

醍
醐
寺
文
書

　
　
〃
　
　
　
四

三
時
知
恩
寺
文
書

妙
顕
寺
文
書
　
一

東
寺
文
書
　
五
常

法
金
剛
院
文
書
二

　
　
ク

撰
野
家
領
文
書
写

大
遜
寺
文
書

28　26

．

5　　4

14　12　6

6
・
2
8

789

282724　工01713
・
2
3

10

E
1
5

・
1
8

・・
1
9

将
軍
我
人
局
玉

山
科
家
雑
掌

玉
芳
蔚

正
実
大
蔵
卿

上
下
京
酒
屋
巾

松
尾
社
　
祉
中

幅
金
闘
院
領

　
名
主
沙
汰
人
中

若
王
子
雑
掌

久
我
家
雑
掌

　
　
〃

三
条
町

　
所
々
百
姓
中

権
嗣
寺

　
広
徳
軒
雑
掌

久
我
家
倒
澄
中

　
所
々
百
姓
中

法
金
翔
院

　
珠
栄
房

如
意
庵
雑
芸

歓
喜
光
審
雑
掌

大
原
野
社
神
主

大
原
野
社
領

　
名
主
百
姓
中

　
祐
乗
募

山
域
松
ケ
綺

　
百
姓
中

石
谷
兵
部
大
輔

桂
西
庄
名
主

　
　
　
　
百
姓
中

実
獺
院
雑
掌

北
岩
倉

　
名
主
百
姓
中

桂
西
庄
名
主

　
　
　
　
百
姓
中

洛
中
屋
地
地
子
銭
　
安
堵

禁
裏
率
分
関
今
村
慶
満
ノ
押
領
停
鴬

嬢
思
院
寺
領
住
持
職
相
論
　
裁
許

納
銭
方
補
任
相
論
裁
許

　
　
　
　
〃

東
酒
淫
為
書
ヲ
宮
内
卿
局
二
安
堵

院
領
所
々
重
ネ
テ
　
安
堵

境
内
被
官
人
諸
役
免
除

家
領
三
条
町
　
霊
ネ
テ
　
安
堵

　
　
　
　
〃〃

山
域
小
山
郷
紛
失
安
堵

多
羅
尾
綱
知
ノ
押
妨
ヲ
退
ク

大
徳
寺
大
工
下
根
論
　
裁
許

粟
津
供
御
人
塩
座
商
売
　
安
堵

亭
子
院
領
所
々
安
堵

庵
領
所
々
　
惣
安
堵

寿
域
移
転
ヲ
認
メ
旧
敷
地
安
堵

併
僧
料
長
講
分
　
安
堵

　
　
　
　
〃

知
行
分
山
城
松
綺
沼
地

　
　
　
　
〃

新
坊
知
行
分
桂
西
庄
他

　
　
　
　
〃

安
堵

安
堵

北
岩
蔵
郷
内
百
姓
年
貢
朱
墨
ヲ
資
ム

　
　
　
　
ク

葉
室
井
石
谷
相
論
ノ
所
務
抑
留

日
野
家
領
文
書
写

言
継
　
天
文
2
1
・

卿
記
　
4
・
1
条

鹿
王
院
文
書
　
五

蜷
川
家
占
文
書
2
4

　
　
〃

東
文
懲
　
　
四

時
金
剛
院
文
書

若
王
子
神
社
文
書

久
我
家
文
書
　
2
7

　
　
〃〃

光
源
院
文
書
　
一

久
我
家
文
書

大
徳
寺
文
書
　
一

言
継
　
天
文
2
1
・

卿
記
　
8
・
1
1

貸
金
二
院
文
書

大
徳
寺
文
書
　
三

百
喜
光
寺
文
書

大
原
野
神
釜
文
書

　
　
〃

蜷
川
家
古
文
書
5

　
　
ク

土
岐
文
書

専
修
寺
文
書

実
相
院
文
書

　
　
ク

専
修
導
文
書

363
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年
月
日

天
文22　21

　　　　　12　11

24　20　10　3

12
6　　5　4　3
22　19　16　11　28　21　14　6

7812

宛
　
　
所

内

容

　
　
松
尾
月
読
…
社
中

　
　
清
水
寺

　
　
成
就
院
境
内

　
　
片
上
庵
領
船
賀
安
古

　
　
名
主
百
姓
中

　
　
愛
殊
院
雑
掌

　
　
正
因
庵
雑
掌

　
　
法
華
堂
供
僧
中

　
　
内
野

　
　
首
姓
中

　
　
近
江
枝
村

　
　
紙
座
中

　
歓
喜
光
寺
雑
掌

・
2
9

　
立
国
寺
住
持

　
　
東
　
　
寺

　
　
長
坂
口
商
売
人
中

　
　
穴
二
八
謡
営

6
　
神
　
　
主

　
　
　
　
〃

　
鳥
羽
域
南
神

　
近
江
守
護

　
建
仁
寺
禰
聚
院

　
紙
問
丸
衆
中

　
大
慈
院
雑
掌

　
曼
殊
院
雑
掌

　
盛
輪
院

　
　
四
条
綾
小
路

　
　
百
姓
中

　
法
金
剛
院
境
内

・
2
9

　
丹
波
桐
野
河
内

　
　
諸
侍
中

・
1
6

　
同
所

・
　
　
名
主
沙
汰
人
中

　
賀
茂
神
主

・
5
　
森
　
賀
久

托
領
所
々
重
ネ
テ
惣
安
堵

禁
　
　
　
捌

南
…
撹
昌
寺
正
因
［
庵
ノ
押
妨
ヲ
却
ク

西
ノ
誤
爆
保
ノ
人
足
ヲ
北
白
州
域
普

請
ユ
召
ス

専
領
所
々
　
惣
安
堵

内
野
地
子
銭
安
堵

　
　
　
　
ク

八
瀬
童
子
柴
木
公
郭
課
役
免
除

美
濃
紙
京
上
ノ
公
事
梱
論
裁
許

籾
井
、
松
臓
某
ト
ノ
敷
地
相
論
裁
諮

敷
地
安
堵
、
寄
宿
陣
止

歳
末
巻
数
返
状

柴
木
役
銭
催
促

壷
中
屋
地
惣
安
堵
、
課
役
免
除

大
内
敷
地
、
巷
所
等
　
安
堵

禁
　
　
　
制

伊
勢
神
宮
造
替
奉
加
ヲ
命
ズ

祠
堂
銭
安
堵

美
濃
紙
公
家
銭
ヲ
宝
慈
院
二
安
堵

敷
地
内
土
居
掘
地
子
銭
安
堵

北
野
社
家
下
地
相
論
裁
許

北
野
法
華
堂
供
僧
職
、
周
慶
ヲ
補
任

地
子
銭
儲
納
ヲ
命
ズ

禁
　
　
　
制

伊
勢
貞
孝
謀
反
ニ
諭
旨
代
官
職
ヲ
井

上
某
二
宛
行

　
　
〃

若
狭
宮
川
庄
安
堵

典
　
　
拠

松
尾
月
読
社
文
書

成
就
院
文
書

麗
王
院
文
書
　
7

古
文
書
纂
　
　
2
1

古
文
書
集
七
一
七

忌
中
勘
兵
衛
文
警

　
　
〃

八
瀬
童
子
文
轡

今
堀
日
吉
回
文
霧

歓
喜
光
寺
文
書

蜷
用
家
古
文
書
1
4

東
寺
百
合
文
書
い

聚
山
御
文
庫
記
録

若
宮
八
縦
論
文
欝

　
　
〃

真
窓
木
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Un　Essai　stir　le’　Syndicalisme

　　　　　　　　　　　　　　　　　e難　France

Revolutionnaire

par

．Minoru　Tanigawa

　　La　premiere　sci．ssion　de　la’　C）　G．　T．　（1921）’6tait　un　des　proces’sixs　dans

lesquels　le．syndicalisme　frangais　etait　oblig6　de　r6viser　son　principe

en　face　de　la　vague’de　bolehevisation：　La　minbrit6　qui　avait　fond6　la

C．　G．　T．　U．，　acceptait　le　bolchevisme　rhalgr6　son　antagonisMe　interne，　et

dlle　faisait　choix　dui・’Syndicalisme’　p61itique．　Par”eontre，　la　majorit6

q・i．．P・・P・・ait　1・ρ・耳・T・・t　1ゆゆ・1i・4ti・n　illd・・翻i・e・，9・f・・ait　1・

politieisme　autorltaire　du　bolchevisme， 　et　i　Precisait　la’　directiOti’　de

p6．n6．tra£iop　qu　pog．voig　6．congmique　au　moyeri’　deS’　syndicats．　Autreipent

dit，　c’6tait’　lt’ne’　sbrte’de．　f6d6ralism’e　6cbnotnique．　L’6volution　de　la

器盤畿翻rl翻1灘離童二欝eC鑑m豊調l
majorit6　6tait　esSentiellement’　qu’on’　mette”son　moyen”d’accord　avec

son　but，　qu’on　Persiste　b　1’autonomie　du　MOuvemen’ 煤fsYndieal’．　Par　cela，

Sop　lnclinatiori・ti’ la　r6Volutibn　6cort6mique　6tait’une　cons6quence

i卿？．“urt「ゆ「e　id69！9・1・ゆ．．syn炉ir琴llr卑r「6vol嘩io解ai「e　de・Fls

son　Oごユ91ne。

　’Cet　article　est’　un　essai　d’6claircir　！’origina11t6　phllosioPhique’　du

syndicalisme　re．　vo！utionnaire，　par　analyse　du　caractere　id601pg3que　de’　la

Prcmibre　scissiop，　Sinr’tout　en　le　compatant，　avec　1’id6e　fondamentaie　du

＄yndicalisme　d’avant－guerre．

The　Control　over　Kyoto：侍者βin　the　Iatest

　　　　　　　Murom‘zchi－bafezrfbl室田丁幕府

by

Akira　lmatani

　　Being　defeated　at　Settsu．egaschi．．損i津江口　in　the　18　th　year　of　TenbMn

天文，Harumbto　Hosohawa細川晴元w6nt　out　of　power，　and　Kinai畿内

was　put　under　the　control　of　Ndg¢yoshi　Miyoshi三好長慶，　who　aboiish－

ed　the　Kanreidai　system管領代制which　had　been　in　force　over　80　years

since　Onin応仁civil　war．　But！協m彿αo一一bαん吻室町幕府still　kept
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up　its　ruling　system　even　in　that　period，　which　was　proved　by　a　lot

of　extant　Bugyδninrenj’ohe”sho奉行入連署奉書documents　issued　by　it．

Consequently，　in　order　to　clear　up　the　political　conditions　of　that　period

we　have　to　turn　our　attention　to　the　political　relation　between　Muro－

machi－baleufu　and　the　Miyoshi　GovernmeRt．　As　a　lot　of　documents

issued　by　the　Miyoshi　Government　are　hardly　dated，　1　make　use　of　the

dated　documents　of　Muromachi－bakufu　in　this　article．　Through　the

analysis　of　them　I　would　like　to　clarify　the　s圭gni丘caエ1ce　of　the“Naga－

ptoshi－sα舜y（痴”長慶裁許状and　other　important　documents　issued　by

the　Miyoshi　Government．
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